
部藩労働者の実態
－－■ワーマ-－－－-－－－－－－－－－－－￣－－￣--－F－－￣ｃ－－－－Ｕ■￣

部落労働者の実態

｢大阪府同和地区労働実態調査」報告による

吉 村 励

第1111)はさらに３部わかれ、第１部377頁、第

２部207頁、第３部17頁の計601頁の大冊となって

いる。第２冊は、113頁、第３冊は、９６頁である

から、『調査結果』の総頁数は810頁となっている。

私が、「調査結果』を利用して、労働者の実態の

簡単な概観をまとめようと思ったのは、（１）『調査

結果』が大部のものであってしか'６３冊にわか

れ、持ちはこびにもたいへん不便であること、（２）

大部のものであるゆえ、費用の関係もあって、

『調査結果」の発行部数は極めて限定されたもの

とならざるを得なかったこと、(3)そのために、府

下43の未解放部落を対象とした貴重な調査が、多

くの人々にとって十分に利用されるような状態に

おかれていないこと、(4)しかし、このような調査

結果は、現実に解放運動に参加している多くの活

動家だけではなく、調査に協力し参加された部落

の人々や解放運動に助力や援助をおしまない人々

にとっても、研究・利用できるものでなければな

らないと考えたからである。

もちろん、『調査結果」の一部を利用したにす

ぎない小稿は、したがって非常に限定されたもの

である。多くの貴重な統計は、利用されないまま

に残されている．それゆえに、本報告の検討で矛Ｉ

用にあたって､不十分な点や欠陥を感じら糀方
．-,,,､-...｣0-`11･'･=。！~今゛９１

は､さらに『調査結果』そのものについてくう検討

・利用されることを希望する。その意味において
も･･八肝

は､この小稿は､『調査結果』第ユj冊のいわ･ぱい
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はしがき

小稿は『大阪府同和地区労働実態調査結果』(部

落解放研究所行政部門労働部会）（1975年)の統計

の一部を利用した部落労働者の実態解明の試論で

ある。小稿の基礎になった『大阪府同和地区労働

実態調査結果」（以下『調査結果」と略)は、１９７２

年12月より約３ヶ年に亘って、大阪府下の43の同

和地区を対象として実施された実態調査をまとめ

たものである｡同『調査結果」は３冊よりなって

いる。第１冊は、府下の43の未解放部落の就業労
働者の実態を調査したものであり、第２冊は、い

-；､、

わゆろ自営業者の案態を調査したものであり、h第
３冊は、不就労者の実態を調査したものである｡
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のことによって、多くの人Ｍ;｢ｌｌｌｊ詳細に『洲査

結果』を検討し'吟味する契機となることを、小稿

は期待している。

ところで、この『調査結果Ｊならびに/い稿の統

計に関して、とくに{智意していただき九ＷＭｉ一

つある。それは、ここでの統計が、部落労働者の

意識に反映した労働者の実態であるということで

ある。通常の調査においては、アンケート票を配

布し、それに記入してもらって、後日集票する

か面接して調査を記入するかにしろ、調査項目に

関する回答が、事実とみなされ、その上にたっ

て、データーの整理と集計がおこなわれる。した

がって、回答者の意織に反映された実態は、その

まま、実態とみなされてきた。通常の調査におい

ても、回答者の意織に反映された実態と現実の実

態との間のギャップは当然に存在する（通常の調

査においては、このギャップは無視されたのであ

る）が、部落における調査においては、このギャ

ップは、とくに無視することのできない壁として

存在する。差別と貧困の悪循環にもとづく学歴水

準の低さ、部落といういわば切断され隔離された

生活圏に限局される狭い生活体験、無知と同居す

る素朴な無邪気さが、部落調査においては、とく

に労働者の意織に反映された実態（＝主観的意

識）と現実の労働者の実態（＝客観的事実）の鋭

いギャップとして出現する（たとえば、現実に

は、その賃金は日給であり、計算上も日給として

支給されているＡさんは、たまたま、その日給

が、月末に一まとめで支払われる日給月給の形態

であるがゆえに、「自分は月給取り」であると信

じ、したがって、賃金形態の回答には当然月給と

して回答した。また某会社の下請けのまたその下

請けのＢさんは、自分はいわば孫下請けの生業者

＝自営業者であるにもかかわらず、素朴に某会社

の労働者と信じ、したがって回答には、某会社の

労働者として回答した。また某会社の臨時工であ

るＣさんは、短期間で解雇される臨時的臨時工で

はなくて、契約は１年毎に更新されるが、その更

新は自動的であり、表面的には雇用が継続してい

るように見える常傭的臨時工であったがために、

自分は本工と信じ、回答にもまた本工と回答した

等々)。したがって､部落労働者の現実の実態を知

るためには、労働者の意識に反映された実態（し

たがって〈アンケートに対する'１１１鱒）とりZ実の実

態とのギャップを埋めるための追跡調査を必要と

することはいうまでもない。この多大のエネルギ

ーを必要とする追跡調査とその集計は、現在進行

中であり、1976年春に終了する予定である。その

意味においては、『調査結果報(｣ず』は、将来の最

終的にして客観的な『実態調査』報告にいたるま

での中間報告にすぎない。最終的な調査結果と、

小稿が依拠した『調査結果』との間には、かなり

の相違がでることが予想される。そして、さきに

のべたように、この相違の大きさこそ、部落問題

のもつ深刻さを表明するものにはほかならない。

部落調査における第１の壁が、このように、部

落そのものに内在する壁とすれば、第２の壁とい

うべきものは、調査する側における壁である。別

言すれば調査の根幹にある社会科学、調査の範鴫

・概念における壁である。現在のいわゆる官庁統

計やその駆使する範晴・概念は、部落を切りす

て、無視することによって遂行もしくは成立して

きた。わが国の学問もその例外ではない。したが

って、たとえば、部落住民の職業もしくは職種の

調査にあたって、従来の範鴫。概念では律しきれ

ない職種が続出した。部落をきりすててきた科

学、部落を排除した調査、その範嶬・概念の差別

`性が明白に露呈されたのである。その意味では、

調査それ自身が、従来の科学・調査'てたいする告

発であったともいえよう。この２つの壁に共闘

し、困難な調査を実施された上田一雄・山本登の

両大阪市大教授、この２つの壁に直面しつつ、デ

ーターの整理と集計に身の細るようなエネルギー

投入をおこなわれ、現在もなお、さきにのべた困

難な追跡調査とその集計を遂行されつつある領家

譲関西学院大学教授、松井茂樹松山商科大学講

師、上原利夫部落解放研究所所員ならびにその協

力者の方々、調査の実施にあたって協力をおしま

れなかった解同諸組織の方々にあらためて深い敬

意を表する次第である。とくに、前記の領家・松

井・上原の３氏からは、この小稿をまとめるに当

って、調査実施、データー処理の経験にもとづく

適切な指示と忠告をいただいた。『調査結果』第

１冊の要約であるこの小稿に、もし、なんらかの

長所があるとすれば、それはすべて、上記３氏の

教示によるものである。しかしそのことは、小稿

８ 



部落労働者の実態

がもっている欠陥や短所が、すべて、箪者である

吉村の責に帰するものであることを排除するもの

ではないことはもちろんである。

なお『調査』の意義と目的については『調査

結果」の第１冊の序章が次のようにのべている。

「大阪府下全同和地区の勤労者に対する労働実

態調査が実施せられ、その集計結果をとりまとめ

たのが、本報告である。全地区16,114人の調査で

ある。勤労者の就労の実態とその問題点を明らか

にすることによって、部落解放の運動や行政の基

本的課題を明らかにし、その要求を掘り起すこと

を目的としたものである。調査は同盟支部、解放

会館、その他地域の諸機関、諸団体によって、そ

れぞれの地域の事情に応じて行なわれた。地域の

大衆が調査活動に参加し、運動上の問題として、

また運動の具体的な中味として調査が実施せられ

たことはまことにその意義が大きい｡」

われわれは、これに何もつけ加える必要はない

と考える。なお、『調査結果』の調査対象の地区

別構造は、次のようであった。

。

Ｆ１ 

Ｌ」 8 

0 

ｎ
Ｊ
 

］ 

『
‐
』

「
ゴ

４，Z 

Ｕ 

〔調査対象の構造〕

調査対象地区43地区、対象者16,114人の地域分布は

次表の通りである。

労働者調査地区・調査票回収一覧表
4０８ 

市町村｜地区名｜地区妬｜回収票数
罫Ⅲ

浪速区

東淀川区

〃

〃

〃

旭区

〃

住吉区

〃
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〃
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Ａ
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Ａ
Ａ
Ａ
Ａ
Ａ
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大阪市 司昴
Ｄ巳

4Ｃ 

Ⅲ
計
一
Ｍ
計

1３ 145 

145 
豊中市

{Ｉ 

1４ 132 

132 
池田市

ＫＢ 

計
1５ 134 

134 
箕面市

９ 
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ＫＤ 

計
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■-

尚 槻市

ＴＡ 
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計

2５ 

２６ 

464 

２１ 

４８５ 

寝屋川市
ＫＥ 

計

2７ 574 

574 

大東市

ＨＤ 

ＮＥ 

計

８９ ２２ 
483 

４８ 

５３１ 

東大阪市
ＡＣ 

計

3０ 745 

745 

八尾市

ＮＦ 

ＹＢ 

計

１２ ３３ 
425 

290 

715 

松原市
ＳＥ 

計

3３ 408 
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富田林市
ＷＡ 

計
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ＫＦ 

計
● 
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ＯＢ 

計
● 
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貝塚市
ＡＤ 

計
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泉佐野市

ＫＧ 

ＴＡ 

ＳＧ 

計
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ＮＧ 

計
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ＴＢ 

ＴＣ 

計

２３ ４４ 
3５ 
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１ 表１－１〕部落の就業構造（Ⅱ）

Ｉ部蕗Ｉ部落Ⅱ

－－－－－－－－－－－－－－-－－－Ｔ~￣￣ 

lZliji:i､■､ＭＷ７９ﾆｰﾕWWl型室
自営業’4,661(")'203％1,267(")’５５％

Ｉ） 

そ国

万人)'6762％
－－'-－－－－ 

’－－－－－－－－－－－－－－１－～ 

雇用者’16,］14(人）
自営業’4,661(〃)’20.3％1,267（
－－－，－一一一一i－－－－－－

簔業箸’２ﾕ78(")’９５%ｉＭ８（
･－－－Ｉ－－－－－ｌ－－－－ｌ－－－－－ 

計’22,953(")'100Ｍ'22,953（

自営ｉ4,661
業者【#胸鬮林'
－－－－|＿－－ 

家族’2,178
従業者，
－－－－－'－－－－－ 

（計）’22,953

３．５４％ 

3.83％ 

〕０．０妬

９
－
Ｉ
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注１） 「調査結果」第23冊８頁、同、第２冊32頁より

作製。

注 働力調査」の
の場合には、われわれは、部落の就業者中の85％

が、雇用者＝賃労働者であることを知るのであ

る。さらに、われわれは、これに家族従業者の中

の２人規模の自営業の家族従業者2,142人を加え

なければならないであろう。その場合にわれわれ

は、雇用者＝労働者数21,650人という数字を得

る。これは、就業者総数の94.3％に当る。したが

って、われわれは、部落における就業者の圧倒的

多数は雇用者＝賃金労働者であると推定してもま

ちがいではあるまい。

われわれは、以上において、部落における就業

構造を検討し、その就業者の圧倒的多数（約９割

以上）が雇用者＝賃金労働者であることを折出し

た。したがって、次の課題は、当然、それでは、

これらの賃労働者が、いかなる賃労働者であるの

かということの分析でなければなるまい。しか

し、この課題遂行にあたって、われわれは、さき

に、もう一つの問題を解明しておかなければなら

ない。

われわれが今までに分析の対象としてきたの

は、就業者（現に職をもって働いている人達）で

あった。

現在働いていない人（種々の理由で働きたくな

くて働いていない人＝非労働力と働きたいが職が

なくて働いていない人＝失業者）が、さきの分析

には欠落していたからである。したがって、われ

われは、部落における就業構造の全般的な概観を

得るためには、部落における不就労者の位置づけ

をあきらかにしておかなければなるまい（不就労

者のさらに詳細な分析は、『調査結果」第３冊に

依拠して、別に遂行される予定である）
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者」と規定し

である。

営業者＝生業

者」とみなし

業構造」（１）

除して得た表

が、 )である。こ
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表１－(）部落における不就労者･の位置

Ｔ
Ｉ
『

｜■■｜□■０００６００００口▼００００■■凸■■■６６■■ＢＬＶ凸■■ｉＩ９６０ｒ０００■■■■■０８■Ⅱ■９００■■■■■０。■曰０．０●６■｜■■■●□

弥働力

'一認－－蒻丁下葱二鉦藪濡)意云う二一|完全失業者
15歳以上人口

総数（人）
非 労働 力

Ｔ
Ｌ
Ｉ
ｌ
Ⅲ
 

５２，２３５，２６４ 

（66.2％） 
712,977 

(0.9％） 
７８，８９２，４７１ 

(100.0％） 
２５，９４４，２３０ 

（32.8％） 
￣巴一一一一一一一

国全

---------'－－－－－－ 

（iOl9;二ｉ８１ＭＬ５３
－－－－－－－Ｉ－－－－－ 

３７，０１８１ 

（１０００％）Ｉ 

３，６８０，２８９ 

（634％） 
－．．.巳、－－－．－－－￣

３９，６９９ 

(0.6％） 
６１，２４９ 

(1.0％） 
２，０５７，６６０ 

（35.4％） 
大阪府 ８ 

２２，９５３ 

(62.0％） 
９，５９８ 

(25.9％） 
４，４６７ 

(12.0％） 
部落（１）

７，７０２ 

(20.8％） 
２２，９５３ 

(62.0％） 
３７，０１８ 

(100.0％） 
６，３６３ 

(17,1％） 
部落（Ⅱ）

２２，９５３ 

(62,0％） 
５，４５５ 

(14.7％） 
３７，０１８ 

(100.0％） 
８，６１０ 

(23.3％） 部落（Ⅲ）

注１）『調査結果」第３冊８頁。

２）部落（１）における完全失業者は、無回答を除いた不就労者ならびに通学者。

３）部落（Ⅱ）における完全失業者は、部落（１）の完全失業者から、６０歳以上の失業者1,896人を控除したものである。

４）部落（Ⅲ）の完全失業者は、部落（Ⅱ）の完全失業者から、更に通学者2,247人を控除したものである。

この部落（Ⅲ）の数字は、全国ならびに大阪府の失業者統計との比較に際して、同一条件の下に比較すべきだという考

慮のもとに算出したものであるが、部落における不就労の実態を正しく表現するものではなかった。

けだし、部落における通学者とは、その多くは夜間学生もしくは通信教育を受けている者であり、就職を希望しており、

職さえあれば本来「仕事のかたわら通学する者」として就業者の範鴎にいれるべきであるからである。また仕事を切望

していて職のない60歳以上の老人も、失業者として算定すべきことは当然である。

表示した数字である。この数字を、いわば官庁統

計の基準で修正したのが部落(Ⅲ)の数字である。

この部落(Ⅲ)の数字は、全国ならびに大阪府の失

業統計と部落の失業統計とを比較する場合におい

ては、同一条件のもとにおいて比較されるべきで

あるという考慮のもとに部落（１）の数字を修正し

て私が算出したものである。そして、この外見的

な科学性に幻惑されて、私は、拙稿「部落問題と

最低賃金制」（｢部落解放」1975年臨時号所収）に

おいて、この表を使用した。しかし、そのことに

よって、私は重要な誤りをおかしたのである｡そ

の誤りの第一は、たとえ比較のために条件をそろ

えるという意図からにしろ、官庁統計と同一の視

角にたつことによって、６０歳以上の老人が就職を

希望し、その職のえられないままに現実に失業者

として存在しているという部落のきびしい現実、

多くの通学者（しかもその中には、二部学生や通

信教育をうけている者も多い）が、通学しながら

も同時に職を見つけなければならない情況におか

れており、その職のないままに彼等は、自らを失

業者と考えなければならないという部落の貧困情

況を陰蔽するということになったということであ

る。誤りの第二は、比較のためという理由で、官

〔分析〕

前出表Ｉ－Ｃ「部落における不就労者の位置」

は、部落における労働力（就業者・完全失業者）

ならびに非労働力の構成を示すものである。部落

における不就労者の状態を最も正確に反映する数

字は、いうまでもなく前表における部落（１）の数

字である。その理由はすでに前表の注において示

した。政府統計においては、６０歳以上就業希望者

で、職業安定所における必要な手続きをとってい

ない労働者は、たとえ職がなく、自分は失業者で

あると考えていても、非労働力として算定され

る。同様に求職中の通学者で、職がありさえすれ

ば「仕事のかたわら通学する者」どころか「通学

のかたわら仕事に従事する者」（いずれも官庁統

計においては就業者）に転化すべき通学者も、い

かほど「自分は失業者」であると考えていても、

通学者であるという理由で失業者からは排除され

る。通学が、職がない場合のやむない存在形態で

あってもそうである。しかし、表Ｉ－Ｃ「部落に

おける不就労の位置」における、部落（１）の数字

は、たとえ60歳以上の老人であっても、また通学

者であっても、自分が失業者であると考え、また

そのように回答している場合には、失業者として

Ｉ 
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庁統計の方式と概念を不用意に採用することによ

って、官庁統計のもつ（頑迷な私に、この誤りを

悟らさせるために努力をおしまれなかったのは、

さきにのべた領家穣・上原利夫・松井茂樹の三氏

であった。改めて謝意を表する次第である)｡階級

性と偽臓を告発するという基本的視点を喪失した

ということであるさきに、はしかきにおいて、私

は部落労働者の意識に反映した実態と、労働者の

客観的現実における実態とのギャップについて言

及した。しかし、失業に関する限り、労働者の意

識に反映された実態が、現実のものであったとい

えよう。

ところで、部落における不就労の情況を、最も

正確に示す表が、前出表Ｉ－Ｃ「部落における不

就労者の位置」における部落（１）、部落(Ⅱ)、部

落(Ⅲ)の三つのうちの部落（１）であることが明白

になったのであるから、われわれは、つぎに、表

Ｉ－Ｃ「部落における不就労者の位置」の吟味に

はいらなければなるまい。

表Ｉ－Ｃ「部落における不就労者の位置」にお

いて、まず注目さるべきことは、全国・大阪府と

の対比における部落の完全失業者の異常な高率で

ある。１５歳以上の人口にたいする就業者の比率

は、全国（６６．２％)、大阪府（63.4％）部落(1)

（62.0％）ともに余り大きな差異はないのに対し

て、１５歳以上の人口総数に対する失業者の比率

は、全国（0.9％)、大阪府（1.0％）にたいし

て、部落(Ｉ）は25.9％と、約25倍の高率を示して

いる。「部落問題の一つの重要な側面は失業問題

である」という命題は、また決して意味を失って

はいないのである。（以下次頁）

ところで、就業者比率が、全国ならびに大阪に

比較して、わずかに低いだけであるのに、完全失

業者比率が異常に高いということは、部落におけ

る非労働力の異常の低さ（全国の32.8％、大阪府

の35.4％に比較して、部落の12.0％）に対応す

る。このことは、通常非労働力の範嶬に属すべき

老人や主婦や15歳-22歳の高校・大学の学齢期の

青年の多くが、労働市場に労働力として駆り出さ

れなければならない経済的・社会的基盤が部落に

強固に存在することを意味する。この経済的・社

会的基盤というまでもなく「差別と貧困」の悪循

環によって歴史的に推積した部落の異常な低生活

水準＝窮乏であることは、周知の事実であろう。

なお、この表Ｉ－Ｃにおいて、留意すべきこと

は、完全失業者に関してである。すでにさきにも

ふれたように、国勢調査における完全失業者なら

びに非労働力の定義は、次のようになっている。

完全失業者とは「調査期間中、収入になる仕事を

少しもせず、また仕事をもっていなかった人のう

ち、仕事につくことが可能であって、かつ公共職

業安定所に申込むなどして、積極的に仕事を探し

ている人」である。また非労働力とは「調査期間

中、収入になる仕事を少しもせず、また仕事をも

っていなかった人のうち、仕事につくことが不可

能であるか、または、仕事を積極的に探さなかっ

た人」である。この定義における完全失業者と非

労働力の境界線は、現実には、「公共職業安定所」

に申込みをし（月に数回は求職中であることを

職安に出頭して意志表示すること）「積極的に仕

事を探している」ことを承認してもらうことであ

ることは、周知の事実である。したがって主観的

に、いかに熱心に仕事を探していようとも、「月

に数回の職安への出頭」という事実を欠くかぎ

り、公的には、失業者とは認められずに、非労働

力の範囑にいれられるのである。この失業規定

が、わが国の公的統計における完全失業者の異常

な低さの一つの原因になっていることは明白であ

る。とくに、この失業規定は、旧来の行政機構を

介しての差別、弾圧に対する反感の歴史的蓄積を

有する部落に関しては、特に著しい効果をあらわ

す。けだし部落民失業者は、職安のような公的機

関に出頭することを好まず、また就職に関して、

職安のような公的機関に依存するという習慣もも

たないからである。表１－，「子供の就職依頼

先」に関する調査は、このことを明瞭に示す。職

安の比率2.7％、学校の先生0.4％の低率に注目す

べきであろう。

われわれは、表１－Ｃ「部落における不就労者

の位置」を分析することによって、部落における

失業者の比率の大きさを指摘するとともに、表１

－，「子供の就職依頼先」を手がかりとし、現行

の公的統計における完全失業者数は、過小にみつ

もられていること、別言すれば、非労働力のなか

に、事実上の失業者がかくされていることを指摘

すると同時に、特に部落においては、非労働力と

－１２－ 
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､表１－１〕子供の就職依頼先 〔分析〕

表１－Ｅ「部落における失業・半失業者」は、

部落における完全失業者のみならず、半失業者を

も加えて、部落における失業の実態をあきらかに

しようとするものである。同表における（Ⅱ）の半

失業者は、就業者の中から、就業労働者のうちの

「収入小」「収入不安定」「保険なし」の理由で転

職を希望するものを不安定就業労働者＝半失業者

として分出したものである。（Ⅲ)の半失業者は、

前述の不安定就業労働者＝半失業者にさらに、自

営業者のうち「やめたいもの」「転職・転業した

いが、しかたなく続けていくもの」を不安定就業

自営業者＝半失業者として、加えたものである。

表１－Ｅ「部落における失業・半失業者」のこの

（Ⅲ)が、部落における失業・半失業状態を最も

近似的に表現しているものと思われる。部落の労

働力人口、37,018人のうち、半失業者2,831人、

完全失業者9,598人、計12,429人の失業者（33.5

％）は、部落における失業問題の重要性を鋭く指

摘するものである。1974年の下半期にはじまった

不況において、全国の完全失業者100万人、半失

業者200万人といわれる情況（両者あわせて労働

力人口の約3.8％）に対比しても、部落における

33.5％の失業者比率（現実には1974年の下半期よ

り開始された不況下に、その数はさらに増大して

いると考えられるが、この時期は本調査の集計時

に当っており、その数は不明である）（33.5％の

失業率とは、１５歳以上の人口の三人のうちの一人

は失業者であることを意味する）の示す意義は異

常である。部落問題の根底に失業問題の重石がズ

ッシリとかかっているということを銘記すべきで

あろう。

一一一一一一一の~~－－－－｡＜
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Ｊｃ 

注１）『調査結果」第３冊、９０頁。

いう概念による失業者の陰蔽が強く出現すること

にも言及した。しかしこれらの分析の中には、事

実上の失業者ではあるが、他に職がないため、や

むを得ず、低賃金、低労働条件、不安定な就業条

件下に岬吟している不安定就業労働者＝半失業者

ならびに不安定就業自営業者＝半失業者の分析が

欠落していた。しかし、失業問題を考察するに当

って、完全失業者のみならず、官庁統計において

は就業者として処理されているが事実上の失業者

である半失業者も当然考慮にいれられなければな

らない。この視角からして、完全失業ならびに半

失業者をふくめて、部落の失業者比率を検討しよ

うとするものが、表１－Ｅ「部落における失業・

半失業者」である。

表１－Ｅ部落における失業・半失業者
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われわれは、以上において、部落の就業構造と

失業問題を概観した。しかし、これは、あくまで

も概観であった。したがってわれわれは、これら

の概観をふまえて次に部落における就業労働者の

状態、自営業者の状態、不就労者の状態を究明し

なければならない。しかし、小稿はすでにのべた

ように、そのうちの就業労働者に関する分析にす

ぎない。自営業者、不就労者の各項目に関する分

析は、また別に遂行される予定である。

６８J彫)|f1鰯)|f蝋)|(:鰯〕|(｛剛§iｉ 

町

種

注１）前出表１－ｃの部落(1)を基礎として作製。;！ 
２）Ⅱの半失業者1,915人は就業労働者中「収入小」
「収入不安定」「保険なし」の理由で転職を希望す!ｉ 

ｘｉ 
るものである。[】

３）mの半失業者は、Ⅱの半失業者に自営業のうち3＄ 

;！ 「やめたいもの」（254人）「転職・転業したいが、
しかたなく続けていくもの」（662人）を加えたも
のである。したがって、部落における失業・半失
業の実態を示す数字はいうまでもなく、このⅢの

（ 数字である。
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２部落労働者の実態

本調査は、さきにのべたように大阪府にｲJi征す

る未解放部落43地区の就業労働者16,114人を対象

としたものである。この就業労働者の性別柵成は

男（64.2％）女（35,8％）であり（｢調査結果』

第一11}９頁)、その年齢別柵成、その1吐帯上の地

位別構成は、表２－Ａ「部落労働者の年齢別構

成」表２－Ｂ「部落労働者の世帯上の地位別樅

成」がそれぞれ示すところである。
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の規模（１）表２－Ｄ部落労働者の勤務先
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1）『調査結果」第１冊、８４頁。注

)9３ Ｅ部落労働者の勤務先の規模

（民間企業）（Ⅱ）

表２

100.0 

比率 (％） 規模経営
（実数52,948,000人）

注１）「調査結果」第１冊、１０頁。

２）全国は1970年の労働力の年齢別構成、総理府統計

局「国勢調査」1970年。
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５～99人

100人以上

無回答
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３．９ 表２－Ｂ部落労働者の世帯上の地位別構成

？〕lI7cU
計 100.0 ， 

、父代

1）表２－，には100人以上の勤務先に官公庁、公共

企業体がふくまれていたから、100人以上の経営

規模の勤務者から、官公庁、公共企業体勤務者

2,577人を控除して計算し直した表が、本表であ

る。

注
う％１２０．０９６１１４．５％１９．７％ｌＣ )０．０％ 

注１）『調査結果」第１冊、１０頁。

われわれは、以上において部落労働者の就業構

造上の位置、失業・半失業のウェイト、労働者の

性別構成、年齢別構成、世帯上の地位別構成を概

観することによって、部落労働者の全体としての

アウトラインを把握することができた。問題は、

これらの労働者の状態がいかようのものであるか

ということである。

表２－Ｆ規模別従業者数（全産業）

輿ｌｍＥ弓冨者翻

【）～２P 048 

I、勤務先 ）～９Ｐ 
r1 

L」 ）化

)Ｏ～４９９ 

表２－Ｃ勤務先の区分
､Ｏ～９９９ 、〉３０

DOC 

官公庁、公共企業体

会社

各種団体

学校

16.0Ｍ） 

45.0 

31 

1.3 

】０．（

注１）総理府統計局「昭和47年事業所統計調査」加工

より引用。

－１４－ 

’ 



部落労働者の実態

者2,577人を控除して計算し直したのが、表２－

Ｅ「部落労働者の勤務先の規模」（Ⅱ）である。表

２－Ｆ「規模別従業背数」は、1972年における全

国の企業規模別従業者数である（公務員・公社従

業員は除外)。

表２－Ｅ、表２－Ｆを検討してlリルかになるこ

とは、まずわが国の労働者の69.6％、すなわち約

七割の労働者が、100人以下の経営規模の企業で

〔分析〕

92恋のわが国の労働市場は、ヨーロッパのよう

に微断的ではなく、個別企業毎に分断されてお

り、賃金その他の労働条件もまた個別企業ごとに

決定され、したがって経理能力の大小を反映し

て、賃金・労働条件の企業規模別格差が著しく大

きいことは、すでに周知の事実である。このよう

な、わが国の状況のもとにおいては、いかなる職

業につくかということよりも、いかなる企業に就

峨するかが、労働者の賃金・労働条件に大きな規

制力をもつことはいうまでもない。表２－Ｃ「部

落労働者の勤務先の区分」は、部落労働者がいか

なる種類の経営に就職しているかを示すものであ

る。表２－Ｃにおいて、まず注目されることは、

勤務先において、官公庁・公共企業体が、16.0％

（これに学校を加えると17.3％）を占めていると

いうことである。これは1972年度の全国の国営公

社149万1千人、公営190万7千人、公務員175万人

の計511万8千人、雇用者総数3451万人の14.8％と

比較すれば全国の148％を1.2％（もしくは、２．５

％）凌駕するものである。これは部落労働者の勤

務先に関して、全国労働者の平均よりも、国営公

社・公社・公務員が、わずかながらも、大きな比

重を占めていることを示す。これはいうまでもな

く、ここ数ヶ年にわたる解放同盟の行政闘争にお

ける「職よこせ運動」の結果を示すものである。

しかし、われわれは、この数字をもってして、公

務・公社に関する限り、部落労働者は､一般並みに

たったと速断することはできない。その理由は、

これらの公務・公社に勤務する労働者の圧倒的多

数は、いわゆる現業職（たとえば、公務に関して

は、清掃・食肉市場等々また郵政に関しては集配

人等々）に限局されているからである。したがっ

て、公務・公社に関しては、その量的比重は一般

なみになったとしても、その質的内容において

は、いわゆる低職種に限定され、公務・公社内に

おいて「差別の構造」が再生産されていることに

注目すべきであろう。

表２－，「部落労働者の勤務先の規模」「Ｉ）

は、部落労働者の勤務先の規模を示す。しかし

この表においては100人以上の勤務先に官公庁・

公共企業体がふくまれているので、100人以上の

経営規模の勤務者から、官公庁・公共企業体勤務

ＩＪｌＷ識
'0００１ 
－－－ 

Ｉ
 

一
三
Ⅲ 100.0 100.0 100.0 

注１）労働大臣官房統計情報部編「労働統計要覧」

（1974年）273頁。

約七割という数字が、国際的視点からして、い

かなるものであるかは、表２－Ｇ「主要国の規模

別雇用者構成」（製造業）が示す。前出の69.6％

という数字は、全産業コミの数字であったが、製

造業のみに関していえば、従業員100人以下の規

模の企業で働く労働者の数は、日本が49.2％、ア

メリカは23.3％、イギリス19.0％、西ドイツは19

.1％である。日本のみが約50％であるのに、アメ

リカ、イギリス、西ドイツのいずれＭｘ約20％前

後であり、日本はこれらの国の二倍以上であるこ

とに留意すべきである。したがって全産業の労働

者の約七割が、100人以下の企業で働いていると

いうことが驚異的であるのに、部落労働者の場合

には76.1％（無回答3.9％の労働者も、恐らく１０

０人以下の企業に勤務していると推察されるの

で、それを加えれば80.0％)、すなわち約八割の

労働者が100人以下の経営規模の企業に勤務して

いるのである。

もちろん勤務先の経営規模が小さいということ

は、欧米のように企業規模別格差の小さいところ

では、それ自身としてとりあげれば、さほど大き

なことではないかもしれない。しかし、わが国の

ように賃金・労働時間・労働環境・福祉施設その

－１５－ 



少

規模の労働者は「きまって支給する現金給与額」

で約六割（61.9％）「所定内給与額」で約七割

（69.9％）「賞与その他」ては約四割（42.8％ノ

にしかすぎない。

他すべてに関して、企業規模別絡差の著しいとこ

ろでは、’1.．小｡零細企業労働者の比璽か大きいと

いうことは、とりもなおさず低賃金・劣悪労働条

件下に働く労働者が多いということである。さき

にものべたように、公務・公社勤務の労働荷を除

く民間労働者において、100人以下の経営規模の

企業に勤務する労働者の比重が、全国で七割、部

落で約八割であることは、わが国の民間労働者の

圧倒的多数が低賃金・劣悪労働条件の労働者であ

ることを示すとともに、部落労働者はなおそれよ

り悪条件のもとにl11Il吟していることを示すものに

ほかならない。

表２－Ｈ「企業規模別賃金格差」は、上述の参

考として示したものである。１，０００人以上の経営

規模の労働者を100.0とすれば、99-10人の経営

表２－Ｈ企業規模別賃金格差

(製造業小卒男、年齢４５～49）

1000人以上’100～999人’１０～99人

鰄襄|'鬮Ｉ柵|川棚
露毒皐lu洲|､Ⅷ
年間賞与そ｜

鰯特別|卿'鰍|棚鯏』

933(千円)１
６１．９％Ｉ 

816;(〃l

18Z43(〃)’
1）労働省「賃金構造基本統計調査」

2）1972年中に支払われたもの。
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注１）「調査結果」第１冊、第１部79頁
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部落労働者の実態

務していることと結合している。なお表２－Ｊ

「勤務先の規模と学歴」は、学歴が上昇するにつ

れて100人以上の企業に勤務する比率が増大する

こと（不就学者では21.7％義務教育終了者では30

.7％'1'等教育経験者では39.8％高等教育経験者で

は43.9％）を示している。しかし、同時にわれわ

れは、この表が、高等教育経験者（それはわずか

全体の4.2％であり、一般のそれよりはるかに低

い。戦前のわが国の高等教育経験者が3.5％であ

ったことを考えると、部落の教育水準が一般より

約30年おくれているといえる）の半数以上、すな

〔分析〕．・

表２－１「勤務先と学歴」は、就業労働者の勤

務先の種類と学歴との関係を示す。すなわち、一

般に学臓が上昇するにつれて、官公庁・公共事業

体・学校への勤務が上昇している。また学歴が上

昇するにつれて個人経営個人商店への勤務が減少

している。不就学者の場合には､その約四割(39.6

％)が、個人商店｡個人経営事業所の勤務である。

このことは、表２－Ｊ「勤務先の規模と学歴｣が示

すように、不就学者の圧倒的多数（71.8％）が、

１人－４人の零細企業や99人までの小企業に動

表２－Ｋ勤務先と年齢

40～49歳30～39歳20～29歳～１９歳

490（19.0％） 
（14.7％） 

1,492（20.6％） 
（44.8％） 

118（23.3％） 
（3.5％） 

２６（12.9％） 
（0.8％） 

298（17.6％） 
（9.0％） 

705（23.3％） 
（21.2％） 

160（22.6％） 
（４８％） 

３８（26.4％） 
（1.1％） 

3,327（20.7％） 
（100.0％） 
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（2.6％） 
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555（32.8％） 
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,095（36.2％） 
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（4.5％） 

４７（32.6％） 
（1.0％） 

,767（29.6％） 
（100.0％） 
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公
会

７８（3.0％） 
（8.6％） 

604（8.3％） 
（66.3％） 

２５（4.9％） 
（2.7％） 

６（3.0％） 
（0.7％） 

７５（4.4％） 
（8.2％） 

９９（3.3％） 
（10.9％） 

２０（2.8％） 
（2.2％） 

４（2.8％） 
（0.4％） 

911（5.7％） 
（100.0％） 

860（33.4％） 
（17.9％） 

2,273（31.4％） 
（47.3％） 

138（27.3％） 
（２９％） 

８７（43.1％） 
（1.8％） 

594（35.1％） 
（12.3％） 

697（23.0％） 
（14.5％） 

137（19.4％） 
（2.8％） 

２４（16.7％） 
（0.5％） 

4,810（29.9％） 
（100.0％） 

１ 

各種団体

学校

佃人商店

個人経営
の事業所

その他

無回答

計

１ 

４ 

50～59歳 60～69歳 70歳～ 合計

2,577(100.0％） 
（16.0％） 

7,238(100.0％） 
（45.0％） 

506(100.0％） 
（3.1％） 

202(100.0％） 
（1.3％） 

1,693(100.0％） 
（10.5％） 

3,024(100.0％） 
（18.8％） 

707(100.0％） 
（4.4％） 

144(100.0％） 
（0.9％） 

16,091(100.0％） 
（100.0％） 

官
公
会

庁
企

公
共 (役所）

業体

社

193（7.5％） 
（12.5％） 

731（10.1％） 
（47.5％） 

７１（１４．０％） 
（4.6％） 

１４（6.9％） 
（0.9％） 

113（6.7％） 
（7.3％） 

297（9.8％） 
（19.3％） 

101（14.3％） 
（６６％） 

１９（13.2％） 
（1.2％） 

1,539（9.6％） 
（100.0％） 

114（4.4％） 
（17.7％） 

260（3.6％） 
（40.4％） 

２５（4.9％） 
（3.9％） 

５（2.5％） 
（0.8％） 

５２（3.1％） 
（8.1％） 

117（3.9％） 
（18.2％） 

６０（8.5％） 
（9.3％） 

１０（6.9％） 
（1.6％） 

643（4.0％） 
（100.0％） 

34（1.3％） 
（36.2％） 

15（0.2％） 
（16.0％） 

７（1.4％） 
（7.4％） 

０（0.0％） 
（0.0％） 

６（0.4％） 
（6.4％） 

14（0.5％） 
（6.4％） 

16（2,3％） 
（17.0％） 

２（1.4％） 
（2.1％） 

94（0.6％） 
（100.0％） 

各種団体

学、校

佃人商店

個人経営
の事業所

その他

無回答

計

注１）「調査結果」第１冊、第１部、７８頁。
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Ｉ 
|Ｉ 

少

わち52.7％が従業員99人以「の小。零細企業に動連する。しかし、この就職差別の''１１題に関しては

務していることを'j〈していることを見のかしては別の個所において後論する。

なるまい。これは、いオルる就lMIi差別の問題と関

表２－Ｌ勤務先の規模と年齢

～19歳５２０～29歳１３０～39歳，４０～49歳
'－－－－－－…－－－－－－－…－－－－－－－－－－－－－－－１－－ 

’１人～４人８１（3.6％）623（27.7％）’782（34.7％）435（１９３％）
（8.9％）（１３．０％）（16.4％）（１３１％） 

１５人～９９人360（４５％）2,203（27.6％）．2,447（30.6％）1,762（22.1％）

（395%）（4Ｍ%）Ｉ（513%），（530%） 

'’００人以上ＭＭＭ)iL851l澱)ＩＭ８３(2MＭＭ口8Ｍ）（490%）１（29.0%）Ｉ（298%） 
｜無１，１答’２４（“%）：133(2Ｍ%）１１５５(2Ｍ%）1130(2Ｍ%）

（2.6％）Ｉ（２８％）Ｉ（3.3％）Ｉ（4.1％） 
｜合斎Ｉ911（５７%）’４川(29Ｍ）14,767(295%）I3B27(207%）
'－－－－－－－」－－（１００Ｍ）１－（l0op宅）Ｉ（1000%）Ｉ（100Ｍ）

｜腓59歳’６０~69歳’７０歳～｜合計
'－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

１；に蛾’：;:|獺二{糊I蝋ｌＩｉ:::i鯛（'４０%）（（1Ｍ%）’（'40%） 

（53.3％）！（55.1％）ｉ（45.7％）Ｉ（49.6％） 

９９（４４％） 
（15.4％） 

354（4,4％） 
（55.1％） 

150（2.8％） 
（23.3％） 

４０（7.3％） 
（6.2％） 

643（4.0％） 
（100.0％） 

17（0.8％） 
（18.1％） 

43（0.5％） 
（45.7％） 

27（0.5％） 
（28.7％） 

７（1.3％） 
（7.4％） 

94（0.6％） 
（100.0％） 

2,253(100.0％） 
（14.0％） 

7,989(100.0％） 
（49.6％） 

5,266(1000％） 
（32.7％） 

583(100.0％） 
（3.6％） 

16,091(100.0％） 
（100.0％） 

（１４，０％） 

820（10.3％） 
（53.3％） 

416（9.6％） 
（27.0％） 

８７（15.7％） 
（5.7％） 

1,539（9.6％） 
（100.0％） 

１００人以上

無
合

答
計

回

一一○

注１）「調査結果」第１冊、第１部、８３～４頁より引用・加工。

〔分析〕

表２－Ｋ「勤務先と年齢」は、勤務先の種類と

年齢との関係を示している。すなわち、１９歳以下

の青年においては、会社が圧倒的比率（66.3％）

を占めているの'てたいし、それ以上の層では40-

50％前後となっている。また学校は20-29歳（43

.1％）30-39歳（31.7％）に集中している。また

表２－Ｌ「勤務先の規模と年齢」は、１００人以上

の企業の就業率は、１９歳までの49,0％を筆頭にし

て、年齢が上昇すればする程、就業率が下降する

ことを示している。零細企業の場合においては、

その逆であり、若年層は、相対的に大きな企業

に、高年層は小零細企業に勤務するという傾向が

存在することを示している。

表３－Ａ部落労働者の雇用形態

常雇
臨時雇
社外工
日雇
内職
パート・タイマー

アルバイト

その他

無ｕ答

72.6(％） 
５．１ 

１．４ 

５．６ 

２．５ 

７．８ 

１．４ 

１．５ 

２．２ 

計 100.0 

注１）「調査結果」第１冊、７１頁。

表３－Ｂ部落婦人労働者の雇用形態

常雇
臨時雇

社外工
日展

内職
パート・タイマー

アルバイト

その他
無回答

Ｊ
 

％
 
く３
６
５
１
４
０
５
５
９
 

●
０
０
●
●
０
０
●
●
 

７
５
０
３
６
１
２
１
１
 

５
 

２
 

計Ⅱ雇用上の形態と職種

Ａ雇用形態

100.0 

注１）「調査結果」第１冊、７２頁。

1８－ 



部落労働者の実態

Ｃ部落労働者の雇用形態の年令別構造表３

１種類年翁.|～'’
'－－－－－Ｊ－－％ 
|常雇仰（86.2） 
Ｉｌｌｉ時雇３．２

１社Ｉ工Ｉ（三:）
，（1.2） 

''１雇：（}:;）
|内Mｏ５

ｉ（0.2） 

トー｝，（士;）
|アノレＭＨ伽｜（Ｍ） 
｜その他’３．８

１無回答Ｉ（きり）
｜（22） '－－－－－－－－－－＿ 

’計Ｉ（,000）
注１）『調査結果」第１冊、７２頁。

30～3９ 20～2９ 40～４９．５０～5９６０～６９？７０～ 計

…ｙ1ｹ７－－％－－ＶＺ 
３４．１；２７．９１９５ 

（829)｜（６８４）（685） 

１７．９（３１６２３．８ 

（3.1)Ｉ（5.5）（5.9） 

２６．９’３０．８，２６．９ 

（13)’（15)Ｉ（18） 
１２．０１２８．２１２５．１ 
（2.2)｜（5.3)｜（6.8） 

}i:!)｜郷)ｌｆｌ:！）

(!；:)｜棚’１紺）

蔓ｉｌｆＩ１６Ｉ脇
(,D｜瀧)｜瀧）
詮;)’１２::)｜麓）

(1000)’（'000)｜(l0qO） 

８琴Ｉ

１ｉｌ 
ｌ６１ｉ 

％｛ 
１９５’ 

(685】

２３．８１ 

（5.9)｜ 

否這)Ｉ
２５．１ｉ 

(6.8)Ｉ 

２０．３１ 

(2.4)’ 

％
３
⑳
６
の
４
，
３
の

●
●
●
０
０
０
０
●
 

０
１
１
３
０
１
３
４
 

３
１
く
３

く
く

ｆ
、

％ 
２．８ 

(51.5） 

％ 

100.0 

９．０ 

(11.5） 100.0 

３．１ 

(１１） 100.0 

１３．４ 

(18.7） 

(ｉｉｉ)Ｉ 
100.0 

３．３ 

(2.0） 
１．８ 

(7.4） (２７） 100.0 

２６６１ 

(IIi1)｜ 
(07)’ 

２．７ 

(5.3） 

９．９ 

(8.1） 

0.3 

(4.3） 100.0 

７．３ 

(1.1） 

５．６ 

(2.0） 
0.9 

(2.1） 100.0 

１４．３ 

(2.2） 
１４．８ 

(5.4） 
０．４ 

(１１） １００．０ 

〔鍋｜
(,Coo)Ｉ 

13.0 

(3.0） 

１．１ 

(4.3） 100.0 

０
 

〈ｍｕｖ｜
（小叩〉
『
■
０
ニ

グ
ゾ
Ｏ
Ｌ
、

、
、
０
ノ
ダ

（、叩〉 0） (100.0） 

表３ 部落労働者の雇用形態の学歴別構造， 

「
Ｉ
■
Ｐ
１
■
Ⅱ
Ⅱ
■
■
■
８
・
■
９
Ｊ
■
■
■
■
■
■
■
凸
■
■
■
■
■
■
７
▲
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
０
９
△
｜
■
：
１
５
０
白
Ⅱ
Ⅱ
■
０
０
Ｐ
Ｑ
０
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
１
０
９
０
Ｕ
Ｉ
Ｂ
■
０
△
■
‐
６
１
■
１
＄
●
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
０
▲
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
０
０
・
■
■
■
・
■
■
■
リ
ュ
■
■
■
■
５
．
■
■
・
・
ム
リ
０
▲
■
■
■
９
０
０
０
▼
０
０
■
、

教
職
》
一
％
１
へ
坊
２
ｍ

不就学 義務教育修了

計

％
８
の●
●
 

５
５
 
５
 

／
し

％ 
６１．６ 

(69.8） 

％ 
00.0 

72.6） 

常
臨
社
日
内
パ

一
展
一
展
工
一
展
職
ト

０
万
Ｕ
ｍ
ｕ
０
⑪
Ｏ
ｍ
ｗ
０
ｕ
０
ｍ
Ｖ
０
⑩
０
①
０
①
－
０
Ｍ

ｍ
■
『
【
Ｈ
、
】
、
Ⅲ
】
ｎ
Ｎ
】
■
Ⅱ
▲
［
】
／
】
【
‐
】
Ｕ
【
ｕ
／
』
【
ｕ
〃
■
ｎ
ｍ
Ⅲ
】
｜
Ｕ
Ⅱ
凸
、
」
【
】
、
「
】
ｎ
門
】
、
『
‐
Ｊ
「
‐
Ｈ
ソ
、
●
－
Ｊ
『
〃
□
０
｜
、
Ⅱ
Ｕ
ｎ
－
ｕ

3６ 

ｎ
Ｎ
】
■
Ⅱ
ユ
『
〃
■
０
内
川
１
Ｊ
【
Ⅲ
Ｊ
Ｕ
ｎ
ｌ
Ｕ
ｎ
ｌ
Ｕ
ｎ
Ｎ
Ｊ

時
外

１２．３ 

(8.5） 
７２．４ 

(5.8） 
００．０ 

(5.1） 

５．７ 

(1.1） 
７１．８ 

(16） 
00.0 

(1.4） 

０
０
０
０
０
１
２
９
 

●Ｌ－『。－。ⅣＦ１，ｈＣＢ‐⑤？●■０ケ‐りげＣＬＩｖ７七・一Ｂ□込包色もロも｝０Ｆ■・●い』Ｏｃｐ０ｎＰロリｑＬＩＪＬいしロ■■■ロ■｜ｊ■▽‐卜■』■■■■ｒ●■『＆■‐Ｐ巾一ら１七こげ。■■■■■▼Ｌ●句■００ｈ』‐△ｂ）・Ｉ－０Ｇ９日から』▽・●ｊ■可矼。Ⅲ｜■□、■■｜曰■〆■■■■■■←・ｂｙ、０口０．１口△ｑＣ６Ｇ菫．■■『凸■Ｐｂｂｑ▲●｜■■Ⅱ。Ｃ０ｏＣＳ■■ｑ００４０ｒｂ■■■巴７．１６ＢｒＩＢＯ●９０－

１７．２ 

(12.8） 
６８．５ 

(5.9） 
００，０ 

(5.6） 

Ｕ
ｑ
］
 15.0 

(4.9） 
７３．４ 

(２０） 
00.0 

(2.4） 

１０．３ 

(10.7） 
７４．２ 

(9.0） 
００．０ 

(7.8） 

アルバイト

その他

無回答

６．５ 

(12） 
５６．０ 

(1.3） 

『
】
】
。
■
曰
込
■
、
ヨ
ヨ
【
１
１
】
【
』

００．０ 

(1.4） 

０
０
０
０
０
０
－
２
０
 

ｐ
Ｈ
】
、
／
■
戸
【
‐
】
ｎ
Ｈ
Ｊ

１０．５ 

(2.1） 
６７．９ 

(1.6） 
００．０ 

(1.5） 
１０．５ 

(3.1） 
６７．７ 

(2.3） 
００．０ 

(2.2） 

７．５ 

(100.0） 
６４．１ 

(100.0） 
00.0 

00.0） 
合 計

００．Ｃ 

〔分析〕

われわれは、さきに部落労働者の勤務先を検討

し、民間労働者においては、100人以下の企業に

勤務する労働者の比重は、全国で約70％であるの

に対して、部落労働者のそれは約80％であり、部

蕗のそれは、全国平均よりも約10％高いことを検

出した。

表３－Ａから表３－，にいたる４つの表は、部

落労働者の雇用形態を示すものである。まず表３

－Ａ「部落労働者の雇用形態」は、常傭労働者が

1９－ 



１１ 

１１ 

－.←一一・『－－９●－－－－－－－－－･゛---･Ｌｃ･-。

」

いままで、われわ川』、ＡＭＷ)就業労働背のiii１

用形態を検出し、パート・タイマー・臨時雇・日

雇・社外工等の不安定就労ル態をとるものが約'/４

に相当すること、常傭率は、年令上昇には逆比例

して下降するが、学|播１．列とはＷ了して上昇する

ことをあきらかにしてきプニ，われわれは、つぎ

に、これらの労働者がいかなる櫛類の労働に従事

しているか（別言すれば、いかなる職種に属する

か）を検討しなければなるまい。

労働者の７２６％を,'1めていること、しかしなおパ

ート・タイマー７８形、’１雇5.6％、臨時雁5.1％

の数字が,｣〈すように、不安定就労者か25.3％もい

ることすなわち、部落労働者のうち、４人に１人

は、不安定就労者であることを示している。

表３－Ｂ「部落婦人労働者の雇用形態」は、労

働者のうち、とくに婦人労働者のそれを示したも

のである。婦人労働者の場合には、常侃i労働者の

比重が約60％弱におちこみ、不安定就労者の比重

が増大すること、また不安定就労者の中ては、パ

ート・タイマーがズバ抜けた比重を占めることを

示している。

表３－Ｃ「部落労働者の雇用形態の年令別榊

造」は、労働者の年令別の雇用形態の差異を示し

ている。常０１W率は、１９歳以下の労働者では、８６．２

％で最高を示し、以下年令が増加するにつれて減

少してゆき、６０～69歳では、常傭率が51.5％と約

半分におちこみ、７０歳以上では31.9％におちこん

でいる。この表で、とくに注意すべきことは、子

弟の教育その他で、最も出費のかさむ30歳代、４０

歳代の労働者において、すでに常傭率が70％をき

っていること、臨時雇率・日雇率などが年令の増

加につれて増大していること等である。

表３－，「部落労働者の厩用形態の学歴別構造

」は、学歴と雇用形態との関連を示す。まず注目

さるべきことは､7.5％の不就学労働者の存在であ

る。この高率の不就学労働者の存在の意義につい

ては後論するが、過去の差別にもとずく貧困が、

すでに一般には存在しなくなったと思われる不就

学者を部落社会には残していること、しかもそれ

が部落労働者の7.5％にも達しているという事実

の重味に目をふさいではならないであろう。予想

されるように、この不就学者の常傭比率は低く、

わずかに55.7％にすぎない。他の４割強の不就学

労働者は、いわゆる不安定就労者の境遇に甘んじ

なければならないのである。しかも表３－，は、

不就学→義務教育修了→中等普通教育経験→高等

教育経験と学歴が上昇するにつれて、常伽率も55

,7％→69.8％→82.8％→86.8％と増大しているこ

とを示している。常雇比率は、学歴上昇と平行し

た上昇線を描くのである。
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〔分析〕

表４－Ａ「部落労働者の勤務先の規模と職種」

に関する備考

職種分類における「専門的技術労働」は、伝統

的職人・職人等々である。ここでは、伝統的職人

（大工・左官・屋根職・漆器工・貴金属宝石細工

工・表具師等々）職人（竹細工工・製革工・食肉

調理人等々）を熟練労働者として分類。

「管理的労働」には、「管理公務｣、「経営管

理」等々をふくむ。

「事務労働」とは「一般公務員」「一般会社

員」等々をふくむ。

「運輸通信」とは、「運輸通信」（狭義の通信労

働）のほかに「遮転手」「運転助手」をふくむ。

「技能・生産工程労働及単純労働」とは「公務

員現業」「工員」「一般現業員」「家畜食肉労働｣、

「解体労働」「手伝い」「日雇い」「単純労働｣等々

をふくむ。

「サービス労働」とは「狭義のサービス労働」

（ホームヘルパー、仲居、給仕人、下宿・アパー

ト管理人、浴場勤務者の労働）のほか、サービス

公務をふくむ。
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〔分析〕

後出表４－Ａ「部落労働者の勤務先の規模と職

種」は、16,114名のうち調査表が回収された160,

015名に関して、勤務先の規模と職種とを示した

ものである。この表は、部落労働者の約半数、す

なわち、その５３．２％（8,518名）が、いわゆる肉

体労働（表では「技能・生産工程労働及び単純労

働｣）に従事する単純労働職種（たとえば公務員

現業、家畜・食肉・耐久消費材の解体、職人・同

手伝、日雇い等々）に属すること。それとは、逆Ｂ職種
’１ 

－２０－ 



部落労働者の実態

部落労働者の勤務先の規模と職種

一…－－－－｣０９坐上－１－狸｣ILlilf-L５～99人

５２４１１９１８１ 

（6696）（２３％）（3.4％）Ｉ 

６４１８１２１ 

（0.8％）（0.3％）（2.3％）Ｉ 

５１２？７４９, 

〔M%）（M%［（38勢）Ｉ
６２ｉ 

（0Ｍ）（01三）’（L8塁）Ｉ

表４－A
■▼Ｃ￣｡￣●中-●Ｃ

ｌ～４人
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塔[|』ｉ的技術労働 ９２６ 

（５８％） 

１４１ 

（0.896） 

１，３１４ 

（8.2％） 

１３９ 

（0.9％） 

１，４４８ 

（９０％） 

８，５１８ 

(53.2％） 

Ｏ 

（0.0％） 

２，４８４ 

(15.5％） 

２８ 

（0.2） 

９９９ 

（6.2％） 

１８ 

（0.1％） 

２６５ 

(１１．８％） 

４７ 

（２０％） 

３３ 

（1.5％） 

６２ 

（２８％） 

管理的労働

事務労働

販売労働

５２６２４ 

(10.0％）（4.6％） 

２，５１８２９３ 
(47.9％）（55.9％） 

00 

７４０ 

（9.3％） 

４，４２０ 

(55.4％） 

０ 

運輸通信 １５８ 

（7.0％） 

１，２８７ 

(57.1％） 

０ 

技能・生産工程
労働及単純労備

保安労働

６２ 

(11.8％） 

６ 

（1.1％） 

７９ 

(15.0％） 

１ 

(0.02％） 

９９７ 

(19.0％） 
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サービス労働

体職中

無ｌｉｊｌ答

不明

２６４ 

(11.7％） 

１３ 

（0,6） 

１１８ 

（5.2％） 

５ 

（0.2） 

１，１６１ 

(14.5％） 
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（0.1％） 
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（0.1％） 
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く
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2,252（１４１％)｜ 
（100.0％）Ｉ 洲0ｼi%)|、Ｉ柵ｼﾘ%）

7,980（49.8％） 
（100.0％） 

5,259（３２．８％） 
（100.0％） 

ロ

ー『一『卸唖汕嘔

注１）『調査結果」第１冊第２部、114～６頁より引用、加工。

表４－Ｂ「部落労働者の職業分類」は、本調査

結果による職業分類を、大阪市のそれ、ならびに

大阪府下におけるいわば部落の先進的部分の一つ

ともいうべき日の出部落のそれを比較したもので

表４－Ｂ部落労働者の職業分類（％）

に管理的労働に従事するものは、141人で、全体

の１％にもたらない0.8％であることを示してい

る。しかも、この少数の管理的労働に従事する労

働者の圧倒的多数の111名（管理的労働者の７９

％）は、従業員100人以下の小ｂ零細企業に勤務

することを示している。部落出身者が「差別の

壁」によっていかに、いわゆる「出世」という世

界から隔絶されているかを、この管理職者の異常

に少ない数が、何よりも雄弁にものがたる。勤務

先の規模に関しては、すでに表２－，，表２－Ｅ

が示したように、官公庁・公共企業体をふＫめた

場合に63.9％、民間企業だけでいえば76.1％の部

落労働者が、100人以下の小・零細企業に勤務し

ており、その職種の圧倒的多数は、いわゆる肉体

的存在があれば足りるといわれる不熟練肉体労働

職種かもし〈はせいぜい半熟練労働職種（53.2

％）であることは、部落労働者の圧倒的多数が、

いわゆる底辺労働者に属するものであることをあ

きらかにする。

大阪市｜日の出｜部落
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 艇輸ｉｌﾓ１１言労

、ヨノＭ１：
6５．０ 5３．２ 4（ 

0．６１０．０ 

、
Ｌ」

， 

計 100.0’100.01100.0 

注１）大阪市は45年の国勢調査。
２）日の出は部落解放同盟日之出支部「日之出地区の労
働実態調査」（1973年９月｡なお日の出の調査は、
部落における労働実態調査の先駆的形態として、大
きな意銭をもっている。

３）部落は「調査結果』第１冊、第２部114～６頁より
引用・加工。〔分析〕
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賃金を税込みとするのか、手取りとするのか、基

準外賃金（＝諸手当）をふくめるのか、基準賃金

だけとするのか、基本給だけとするのか、それを

調査票の'１１でどう位置づけるのかという問題で、

調査者は、大きな壁に直面した。

官庁統計では「現金給与総額」「きまって支給

する給与」（超勤手当をふくむ）「特別給与｣(ボー

ナス・結婚手当・出産手当等々）のたてかたにな

っているが、これらの区別を理解して貰い、調査

票に書きこんで貰うように説明することについ

て、調査担当者の側に自信がたかった。その上に

すでに部落労働者の勤務先、雇用形態、職種で

示したように、現実においても、賃金支払いの上

で、これらの賃金の３つの区分が明確にあるよう

な経営や職種や雇用形態で勤務する労働者の比重

は低いのである。

中小零細企業においては、賃金体系という言葉

に価するような制度が存在することはごくまれ

で、賃金はいわゆる「ドンブリ」勘定によること

も稀ではないのである。したがって、賃金調査に

関する限りは、現段階においては、一部の部落を

対象とするキメのこまかい抽出調査がふさわしい

のではないかという見解が支配的となり、今回は

見送りとなったのである。差別→貧困→教育水準

の低さという悪環境は、今回の調査においても、

常につきまとったが、賃金水準調査においては、

特に大きな壁として自覚されたのである。

したがって、賃金水準に関しては、すでに今回

の調査であきらかにされ、今までのべてきたとこ

ろの「勤務先の規模」「雇用形態」「職種」を基準

として、推定する以外に方法はない。

われわれは、すでに前出表２－Ｈ「企業規模別

賃金格差」おいて、「きまって支給する現金給与

ある。

表４－Ｂは、部落ならびに日の出部落の不熟

練・半熟練労働職種の比重が大阪市よりもはるか

に高い（部落は13.2％高く、日の出部落は25.0％

高い）ことを示している。そのうち、日の出部落

のそれが、本調査結果の部落のそれを上廻ってい

るのは、本調査結果においては、伝統的職人926

人を熟練労働者として、専門的技術労働に包括し

たからにほかならない。専門的技術労働を厳密に

技師・技手等に限定すれば、本調査結果において

も不熟練・半熟練職種の比重は、約60％に上昇す

る。大阪市と比較して、部落の比重の大きいの

は、不熟練・半熟練職種のほかには、いわゆる運

輸通信労働の職種である。これは、解放同盟が数

年来、職業確保の方策の一つとして、運転免許を

獲得する運動を強力に推進してきた結果を表示す

ものにほかならない。

賃金と労働条件Ⅲ 

Ａ賃金水準

今回の調査の結果を示す『調査結果」には、部

落労働者の生活水準を規定する重要なファクター

の一つである賃金水準に関する調査がない。

賃金形態に関する詳細な調査があるにもかかわ

らず、賃金水準に関する調査結果を欠落している

ことは、非常に大きな価値を有するこの『調査結

果』をして「画竜点晴をかく」ものたらしめてい

る。しかし、そのことは、調査実施者が、賃金水

準の調査を軽視し、始めから、それを放棄したこ

とを意味するものではない。かえって逆である。

調査実施者の言によれば、賃金問題を重視するが

ゆえに、今回の調査においては、調査ができなか

ったのである。すなわち、賃金調査といっても、

表５－Ａ零細企業（１～４人）の労働者の賃金

男（100.0
女の割合

)に対する男 女
産 業

1973年

円

７０，８３８ 

７５，４８８ 

６６，３３９ 

６５，１２０ 

1972年

円

５８，３２７ 

６２，４１８ 

５５，５２８ 

５１，９４８ 

1972年’1973年 1972年

彩

５７．３ 

５０．７ 

６１．７ 

６２．６ 

1973年

円

33,440 

31,667 

34,247 

32,521 

円

39,952 

37,724 

40,700 

39,030 

形

56.4 

50.0 

61.0 

59.9 

調 査

産
造
ハ
ビ
ノ
，

業

計
業
業
業

製
卸
サ 売・

圭
冗
ス

注１）労働省統計情報部「毎月勤労統計調査特別調査結果速報」
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部落労働者の実態

表５－Ｂ産業及び規模別定期給与格差（事業所規模）
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売・小

サ
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Ｗ

一
一
年２
 

－
１
 

機印川 ビス業

－
１
｜
 

’
ト
ー
’
１

生’１ 1973年
． 

100.0 100.0 100.0 100.0 

９１．９ 

９０．６ 

６９．６ 

４７．７ 

５００人以上 1００．０ 100.0 100.0 

９０．９ 

100.0 

８３．２ 8２．８ 8４．２ 8５．５ 8８．４ 8８．５ １００～４９９ 

7４．３ 7９．２ 7８．３ 7４．４ 8９．２ ３０～９９ 8３．０ 8３．４ 

7０．１ 6８．２ 69.9 7０．８ 7１．３ ５～２９ 7２．１ 7２．１ 

5８．５ 5３．７ 5３．５ 5０．２ 5５．８ 5９．６ １～４ 5５．３ 

5人以上の各規模は「毎月勤労統計調査全国甲及び乙調査各年７月分」による。

1～４人規模は「毎月勤労統計調査特別調査結果速報」による。

注１）

２） 

采』を補足するものとして、引用すると、次のよ

うである。

額」「所定内給与額」「年間給与その他の特別給与

額」の３点につき、企業規模別格差を明らかにし

ておいた。しかしこの表においては、９人以下の

零細企業は除外されていたので、これらの零細企

業をも加えた企業規模別賃金格差に関する表を示

しておく。

表５－Ｃ企業規模別年間特別給与

表５－Ｅ部落における月収別世帯構成

実#iIl９ 美「’

ｊｌｌｌ 

｢１ 
L」

理_｣墓」 1972年 1973年
３．８）５０．６ 

円

270,273 

140,296 

８７，５５６ 

％ 

100.0 

５１．９ 

３２．４ 

形

100.0 

５５．４ 

３４．４ 

円

326,039 

180,534 

112,158 

3へ４６
30人以上

５～２９ 

１～４ 

9～２(］ 0 

ＪｌｌＣ 】･卜

s１３８１１Ｃ 1F 

注１）前表と同じ。

表５－Ｄ規模別・年令別賃金格差（1972年）

８ヘゴ９１１９ ０ 

Ｊ～１０１３６１９－９ 0 

9－６ ｌＩ 
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注１）『分析結果』１３頁。
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Ｊ 〔分析〕

表５－Ｅは、部落における月収別世帯構成であ

る。したがって、本表は、部落労働者の賃金水準

を直接に表示するものではないけれど、部落労働

者の賃金水準を推測する一つの手がかりになるこ

とはいうまでもない。本表は、まず、全世帯の50

.6％が７万円以下であること、調査（1972年）に

おける大都市全国平均の勤労者世帯１世帯当りの

平均１ケ月の実収入は１４万6,762円であったか

ら、１４万円を一応の目安にすると、１４万円以下の

世帯数は90.2％であり、圧倒的多数が全国平均一

世帯当りの平均月収入以下という部落のミゼラブ

ルな状態を示す。
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注１）１～４人の事業所は「毎月勤労統計調査特別調査結

果速報-１（100円以下の金額は四捨五入)。

２）1,000人以上の事務所は「賃金構造基本統計調査｣。

（賃金水準調査の補足）

さきにのべたように、「調査結果』には、賃金

額に関する調査はない。しかし『調査結果」と同

時期に、部落解放同盟大阪府連住吉支部が実施し

た『住吉地区実態調査分析結果』（以下『分析結

果』と略）に、月収調査があるので、『調査結
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少

労働者の場合においては、常用的臨時工の場合に

は、自分は常傭労働者であると錯覚していること

が多く、社外工においてよくみられる組長であれ

ば、本工と錯覚している場合が多いということ、

すなわち、意識に反映された現実と、事実上の現

実との間のギャップが大きいということと関連し

ている。追跡調査の結果はおそらく、私の推定が

まちがいでないことを示すであろう。

表６－Ｂ「学歴と賃金形態」は、週給．月給の

いわゆる安定収入形態の労働者は学歴が高くなる

Ｂ賃金形態

〔分析〕

表６－Ａ「賃金形態」は、部落労働者のうち、

週給・月給の実収入形態を保持しているものは男

性で45.0％、女性で35.8％、男女計で41.7％であ

ることを示している。逆にいえば、この表は、部

落労働者の半数以上が、病気その他にもとずく欠

勤・遅刻・早退がたちまち収入に影響するような

日給、日給・月給、請負制のような不安定収入形

態に属していることを示す。このことは、すでに

分析したように、部落労働者の大半が100人以下

の小零細企業に勤務していること、また大企業に

勤務する場合においても、雇用形態が日雇・臨時

工・社外工・パートタイマー等の不安定就労形態

であり、その職種もまた不熟練職種等の低職種に

属していることに関連する。表６－，「部落労働

者の雇用形態と賃金形態」は、すでにあきらかに

なっている部落労働者の雇用形態と賃金形態とを

ダブラセてみたものである。すでに明らかになっ

たように、部落労働者の72.6％は常傭労働者であ

った。しかし、週給・月給の安定収入形態を保持

している労働者は41.7％であるから72.6％マイナ

ス41.7％の30.9％の労働者は、常傭とはいいなが

ら極めて不安定な就労形態におかれていることを

示しているといえよう。極言すれば、常傭労働者

のうちの42.6％の労働者は、事実上の臨時工・日

雇に近いといえよう。そして、このことはすでに

「はしがき」のところでも指摘したように、部落

表６－Ａ部落労働者の賃金形態

1．男 2．女’３．合計

日給 ６１２ 

（41.0％） 
（10.6％） 

２２７０ 

（36.5％） 
（39.5％） 

２０６０ 

（30.7％） 
（35.8％） 

５０２ 

（43.2％） 
（8.7％） 

２５３ 

（68.2％） 
（4.4％） 

５２ 

（41.6％） 
（0.9％） 

８８１ 

（59.0％） 
（8.5％） 

３９４１ 

（63.5％） 
（38.2％） 

４６４７ 

（69.3％） 
（45.0％） 

６６１ 

（56.8％） 
（6.4％） 

１１８ 

（31.8％） 
（1.1％） 

７３ 

（58.4％） 
（0.7％） 

１４９３ 

(1000％） 
（9.3％） 

６２１１ 

(100.0％） 
（38.6％） 

６７０７ 

(100.0％） 
（41.7％） 

１１６３ 

(100.0％） 
（7.2％） 

３７１ 

(100.0％） 
（2.3％） 

１２５ 

(100.0％） 
（0.8％） 

給
給

日
月

給
給

週
月

請負制

その他

無回答

10321 

（64.2％） 
(100.0％） 

５７４９ 

（35.8％） 
(100.0％） 

16070 

(100.0％） 
(100.0％） 

合計

表６－Ｂ部落労働者の学歴と賃金形態

－２４－ 

1.不就学 ２ ● 義務教育
修了

3． 中等普通
教育経験

４ ● 
高等教育
経験

5.無回答 6.合計

給給給制他答計
月月給給

負の回
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部落労働者の実態

表B－Ｃ部落労働者の年令と賃金形態｜》一ＭＭ
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２．０％ 

(3.3％） 

５．３％ 

(36.3％） 

７．８％ 

(57.4％） 

０．４％ 

(0.5％） 

２．７％ 

(1.1％） 

９．４％ 
(1.3％） 

５．７％ 
(100.0％） 

２９ 

(100 

％、27.1％、25.8％と下落し、７０歳以上では18.1

％にまで下落することを示している。これは、年

齢が増大すればするほど、常傭労働者の比重が低

下し、７０歳以上では常傭者率が31.9％にまで低下

するのに対応するものである。

表８－Ｄ部落労働者の雇用形態と賃金形態

賃金形態雇用形態

週給・月給41.7(％）常雇72.6Ｍ）

臨時工
社外工
日雇等 }2Ｍ その他５６．０

Ｃ年末賞与

〔分析〕

表７－Ａ「年末の賞与」は、年末賞与の有無を

表示したものである。1972年における夏期及び年

末賞与の支給事業所の割合が全国事業数の94.9％

（30人以上の企業）（｢労働統計要覧」1974年、１２

８頁)であったことを、この表を検討する前に想起

する必要があろう。本表は、部落労働者の69.3％

が年末賞与を入手したこと、25.8％の労働者には

年末賞与がなかったことを示している。部落労働

者のうち、４人に一人は、年末賞与がなかったの

無回答２．２ 無回答 ２．３ 

計100.0 計 100.0 

程上昇することを示している。すなわち、週給・

月給の労働者は不就学者では26.0％と最低であ

り、義務教育修了・中等普通教育・高等教育と教

育程度が上昇するにつれて、35.2％、52.8％、７４

．３％と上昇する。また表６－Ｃ「年齢と賃金形

態」は、１９歳までの青年労働者において週給・月

給の安定収入労働者の比重が最も高〈（57.4％）

年齢が上昇するにつれて55.0％、38.1％、３４．１

表７－Ａ部落労働者の年末の賞与

墨書蟇震｜墓寺荻晨｜無回答｜合
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LＰ 

30人以上）のに、1972年現在にわいて、部落労働

者の42.1％が退職金人手の１１能性から排除されて

いるという事実に注目しなければならない。この

事実は、すでに指摘してきたように部落労働者が

勤務先の規模、職種、雇用形態のいずれにおいて

も一般労働者の底辺におかれていたことの具体的

表現である。先述の年末手当のなかった屯の25.8

％という数字とあわせて退職金の左いもの42.1％

という数字のもつ意味の重さを、われわれは再度

かみしめねばなるまい。

である。かつて、賞ﾉJの本質か論争されたことが

あったが、」児在ては、すてに夏期。年末の手当は

低賃金の補允部分として、年間賃金の中の有機的

一部分として固定されてきている。この賞与の欠

落は、労働荷の窮乏感を一層助長するものである

ことは論をまたない。なお本表は、同時に、労働

者の教育程度の上昇に応じて、賞与の欠落が低減

することを示している。すなわち、不就学労働者

では35.9％が年末賞与を入手していないのに対し

て、高等教育経験省ては、それが12.5％に減少し

ている。もちろん本表は、いままでに検討してき

た部落労働者の勤務先、職種、雇用形態、賃金形

態における低劣水準の一つのメルクマーノレを示す

ものにほかならない。
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Ｅ労働時間

ご

表９－Ａ平常の稼動時間

男！女｜合計’－－－－－－－－－－－－－－－’ 

316（18.0％） 
（3.1％） 

964（51.3％） 
（9.3％） 

8863（72.8％） 
（85.9％） 

1757(100.0％） 
（10.9％） 

1879(1000％） 
（11.7％） 

12168(100.0％） 
（75.7％） 

266(100.0％） 
（1.7％） 

16070(100.0％） 
（100.0％） 

６時間
以下

７～８ 

時間

９時間
以上

無回答

1441（８２０％） 
（２５．１％） 

915（４８．７％） 
（１５．９％） 

3305（２７２％） 
（５７．５％） 

８８（３３．１％） 
（１．５％） 

5749（３５．８％） 
（100.0％） 

Ｄ退職金

表８ Ａ部落労働者における退職金の有無

合男
一一一

女 計

有

無

識藤
5570（６６ 

（５４ '78(6i淵’８８

m(]i鍬)|洲計|Ⅲ
4176（６２ 

（４０ 合

無回答 562（６２ 
（５ 

合計'10308(,i； 表９ 体Ｂ週

男 女 合 計

〔分析〕

さきにのべたように、夏期・年末の手当が「一

年間における低賃金の補完部分」であったとすれ

ば退職金は、労働者の「一ライフサイクルにおけ

る低賃金の補完部分」といえよう。表８－Ａ「退

職金」は、部落労働者のいかほどの部分が「一ラ

イフサイクルにおける低賃金の補完部分」を入手

する可能性があるかを示すものである。本表は、

部落労働者の42.1％が、退職金制度のない企業に

勤務していることを示す。やや古いが、1956年９

月の労働省統計調査部の調査によれば、規模30人

以上の33,988事業所のうち、21,759事業所が退職

金制度を実施しており、その普及率は64％を示し

ていた。これを規模別にみれば、500人以上の事

業所では97％、100人から499人では83％、３０人か

ら99人では56％の普及率であった。1956年当時に

おいて退職金制度の普及率が64％であった（規模

冊'１蝿口熱；
〔分析〕

表９－Ａ「平常の稼動時間」は、部落労働者の

一日の平均労働時間を示す。この表はまず６時間

以下の短時間就労者が男性で3.1％、女性では25

.1％、男女平均で10.9％存在することを示してい

る。いうまでもなく、短時間就労者はパートタイ

マー等の不安定就労者であることを示す。女子労

働者の約４分の１が不安定就労者であることを本

表は示す。しかし、表９－Ａ「平常の稼動時間」

で注目すべきことは、９時間以上の長労働時間就
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１１ｌｂ 

少

には｢失業保険jは事実上ないのと同様であるから

である。部藩労働者の41.4％か、このように失業

保険がないと考えた理''1としては、次のようなこ

とを指摘することができよう。その一つは、政府

を頂点とする行政機織が労働者を「本質的には惰

民」と考え、できるだけ給付を制限しようとする

基本的態度を持していること、その二は、1969年

の法改正にもかかわらず、５人未満の事業所にた

いする政府・基準監督署の指導、監督が不十分で

あることから、その三は労働者自身が労働組合や

賃金・労働時間・社会保障にたいして無関心であ

ること、四、失業保険受給の手続きとして、企業

から離職票をもらい、職業安定所で失業認定を受

ける際の企業や安定所の窓口業務が官僚主義的で

あり、人間的尊厳をきずつけられる場合が多いこ

と、一般にいえば手続きにともなう官僚主義にた

いする反感が強く、労働者自身が失業保険をはじ

めとする社会保障関係問題にたいして冷淡である

こと等である。いずれにしても、結果的には、部

落労働者の41.4％には､失業保険がないのである。

労災保険についても同様のことがいえよう。周

知のように、1960年と65年の法改正によって、５

人未満の事業所で働く労働者の任意加入や１人親

方、労働者を使用しない自営業者、家族従業者、

自営農民（１人親方以下は保険料をはらわなけれ

ばならない）の特別加入の道もひらかれ、労働者

５人未満の事業所に対する「強制加入」を定める

法改正も日程に上っている。したがって部落労働

者の37.8％が、労災保険がたいと回答しているこ

とは、部落労働者の３人に１人が、労災保険をし

らず、これに関する教育・啓蒙もおこなわれず、

労働者もまたこの問題を主体的にとりあげなかっ

たことを示している。

厚生年金のない労働者が39.2％であることは、

事業所に健康保険がないと答えた労働者が32.6％

であったことに対応する。周知のように厚生年金

は、船員保険・公務員共済組合とあわせて被用者

年金を構成するものである。その種類は、５００人

以上の事業所は強制的で、それ以下の事業所では

任意包括・任意単独にわかれる。健鬮I呆7険と国民
健康保険との関係が厚生年金と国民年金との関係

に貫徹する。したが、て500人以下の規模の事業

所であっても､労働者が主体的に活動すれば､任意

的にはlljﾘ1｣'と健康保険の対象として包括される可能

性が多vn．部落労働者の勤務先の多くが、中小零

細企業であり、就労の形態もまた不安定就労形態

が多いことが、この32.6％の高率となって表われ

たと考えられる。

失業保険については、41.4％の労働者が勤務す

る事業所について「無い」と回答しているが、こ

れは事実にそぐわないと思われる。周知のように

失業保険の被保険者には「当然被保険者」と「任

意包括被保険者」の二極があり、「当然被保険

者」とは、農業・畜産・教育などの事業以外の事

業所で働く労働者を意味する。また「当然非保険

者」以外の労働者の場合は、企業がそこに働く労

働者０二分の一以上の同意を得て失業保険に加入

する道をひらいており、こうして加入した場合に

は、農業・畜産・教育などの事業所で働く労働者

は「任意包括被保険者」となるのである。1969年

（昭．４４）の法改正によって、従来失業保険の対

象から排除されていた５人未満の企業の労働者も

「当然被保険者」として加入させる道がひらけ

た。失業保険の加入は義務的となったのである。

したがって、失業保険のない労働者とは、農業・

畜産・教育労働者であって「任意包括被保険者」

でないもの及び一時的就労者に限るのである。と

ころで表２－Ｃ「部落労働者の勤務先の区分」で

明白になったように、学校に勤務するものは1.3

％にすぎず、また臨時工・社外工・日雇（なお日

雇労働者の場合には一般と差別されて、失業保険

法のなかで「日雇労働者被保険者に関する特例」

<第38条の２から15まで>により、きわめてきびし

く複雑でかつ劣悪なものであるが、一応失業保険

をうけることになっている）アルバイト・パート

タイマー等の不安定就労形態をとるものは、すで

に表３－Ａ「部落労働者の雇用形態」が示したよ

うに27.4％（その他・無回答をふくむ）にすぎな

い。この点から推測すれば、失業保険のないもの

は30％前後にすぎないはずである。しかし、われ

われは､それにもかかわらず､部落労働者の41.4％

が、勤務する事業所に「失業保険がない」と回答

したという事実を重視するものである。その理由

は客観的には制度が存在していようとも、労働者

がその存在をしらず、またそれを主体的に利用す

る方法もしらず、従って、それを利用しない場合
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邪落労働者の実態

〔分析〕

表11-Ａ「仕事の継続・転職」は、部落労働者

の仕事に関する志向を男女別にあきらかにしたも

のである。注目すべきことは、部落労働者の現在

の仕事を継続しようとする志向が、かなり高いと

いうことである。すなわち、現在の仕事の継続を

希望するものは、男性で70.4％、女`性で68.8％、

男女計で69.8％である。今までわれわれは、部落

労働者の状態を析出し、部落労働者は勤務先の種

類、勤務先の規模、雇用形態職種、賃金、労働条

単独加入の厚生年金への道は開かれるのである。

以上の社会保障関係に関する部落労働者の調査

への回答は、一方においては部落労働者の勤務す

る事業所の労働環境の悪さを表示するとともに、

他方においては、部落労働者の社会保障制度に関

する関心と認識の低さ、したがってまた部落解放

同盟のこの問題にたいするとりくみの弱さを示す

ものであろう。

Ｖ仕事の継続・転職

われわれは、さきに部落労働者の「雇用上の形

態と職種」において、部落労働者の半数以上（53

.2％）は、いわゆる不熟練・半熟練職種に属する

ことをあきらかにした（表４－Ａ「部落労働者の

勤務先の規模と職種｣、表４－Ｂ「部落労働者の

職業分類」参照)。それでは、これらのいわゆる

「底辺職種」に属し、雇用形態においても不安定

就労形態（臨時雇・社外工・日雇・パートタイマ

ー・アルバイト等）が27.4％を占める部落労働者

が、仕事の継続・職種にいかなる志向をいだいて

いるかがあきらかにされねばならるまい。

表11-Ａ仕事の継続・転職
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表1１－，年令別の離職（全国）及び転職志向（部落）
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調査対象企業規模５人以上、1972年。1）全国の離職者数は労働省「雇)U動向調査」

2）部落の数字は「調査報告」第一部205頁

周知のように、わが国の大企業においては、い

わゆる年功賃金体系が確立しており、小零細企業

になればなる程、賃金体系が整備されていたい。

したがって1960年以降のいわゆる高度成長期にお

いて、若年労働力の不足を背景として、２５歳前後

までは、賃金は平準化して企業規模別格差は消失

しているのにたいし、いわゆる青年後期(25～29）

から壮年前期（30～39）において、一方では相対

的に大幅な定期昇給を媒介として、賃金が上昇す

るのにたいして、他方では非常にゆるやかな線を

描いて賃金が上昇するか、あるいは殆んど上昇し

ない。しかも他方、年功賃金体系を採用している

企業においては、中途採用者にたいしては、経験

年数換算による不利な取り扱いを実施するから、

大・中企業においては、２５歳を起点として、離職

者は激減し、他方小零細企業においては、規模別

格差が明白化する青年後期から前途に希望を喪失

して、転職希望者が増大するのである。部落労働

者の転職希望者のカーブが、全国における離職者

のカーブとは異なった軌跡を描きだしたのは、す

でにいままでにあきらかにしたように部落労働者

の圧倒的多数が、いわゆる「底辺労働者」である

ことの表現にほかならない。

件のすべての点にわたってその状態が劣悪てある

ことを指摘してきた。そのような劣悪な条件にも

拘わらず､継続希望者は69.8％であり、止むなく継

続を志向するという消極的継続派15.4％を加えれ

ば、継続希望者は85.2％の高率を示ししている。

転職希望者は13.9％にすぎない。表11-Ｂ「年令

別の仕事の継続・転職」は、年令が上昇すればす

る程、積極的継続派の率は低下し、消極的継続派

の率は上昇すること、転職希望派は、一般的傾向

としては、年令が上昇すればする程率が低下する

が、３０～39歳の年令層の所で一つのピークを示す

ことを示している。表11-Ｃ「学歴別の仕事の継

続・転職」は、現在の仕事に関する部落労働者の

志向を、学歴別に表示するものである。この表

は、積極的継続派は、学歴が上昇すればする程上

昇すること（不就学者は59.7％、義務教育修了者

は68.8％、高等教育経験者においては81.5％）を

示している。

表１１－，「年令別の離職（全国）・転職志向

（部落)」は、1972年（昭47）における全国離職

者の年令別構成比と部落における転職希望者の年

今別構成比を示したものである。この両者を比較

した場合、注目される点は、全国においては離職

者の半数以上（52.9％）が20～29歳の年令層に集

中しており、しかも離職者の36.6％は20～24歳の

わずか５年間の層に集中していることである。こ

れにたいして、部落においては、２０～29歳の青年

層の転職希望者は、全体の転職希望者の32.9％で

あり、３０～39歳の壮年前期層の転職希望者は35.1

％の高率を示して、青年層の離職希望者をはるか

に凌駕している。全国離職者が30～39歳の壮年前

期が16.8％と青年期の52.8％に比して激減してい

るのに対照的である。

〔分析〕

われわれは、さきに部落労働者のうち、仕事の

継続を志向するものが69.8％、止むなく現在の仕

事を継続しようとする&の15.4％、転職を希聖す

るものが13.9％、無回答0.8％であることをあき

らかにした。表11-Ｅ、表11-Ｆ、表11-Ｇは

「継続派」「止むなくの継続派」「転職希望派」の

それぞれの理由が占めるパーセンテージを表示し

たものである。

－３０－ 



邪落労働者の実態

注）維済的理llj……jlX人が少ない。収入不安定。

ツノ鋤条件……保険がない『：

（1Ｊ事のｉｉＷＩＩｉ……仕事に将来性がない。やり甲斐がない。

１%｜己適応……日分の性にあわない。仕事が面白くな

い。自分の技術や教育を生かせない。

ノ、ilUlMj係･…仙人に気兼する。この仕事をしている

と差別をうける。

迎動組ノル…･解放運動ができない。部落解放につな

がらない。

表Ⅱ－Ｅ仕事を継続する理由

ｊM１’１１ ％ 

縦済｢l9EIllll ２４．４ 

州伽条件１０．１

１１:!ｌＭｉｉｊｌｉＩｌｌｌｉ２１２ 

日ｕ適応１７．８

人間関係１５．３

運動観点７９

その他３．３

計１０００

１． 

まず、われわれは、表ｌｌ－Ｅ「仕事を継続する

理由」として、仕事の継続を志向する11,181人の

うちの244％が「収入の安定」「収入が良い」と

いう理由で継続を志向していることを知る。これ

らの層は、いわば「底辺労働者」のうちの相対的

にめぐまれた層といえよう。しかし、この場合に

も、われわれは、これらの「安定」「良い」という

評価が、相対的なものであることを忘れてはなる

まい。周辺が悪すぎ、いままでが悪すぎた場合、

今までより少しでも収入が安定し、もしくは収入

が良い場合に、人間には一種の相対的満足感をも

たらすからである。

表11-Ｆ「止むなく仕事を継続する理由」は、

部落労働者の一種の諦めを示すものであろう。こ

れらの消極的継続派の仕事継続の理由を見るなら

ば、これらの労働者は、継続派であるよりも「転

職希望放棄派」とすべきであり、事実上の転】賊派

であることを知る。とくに転職希望放棄の理由と

してあげられている「教育・技能の不足｣｢身体的

理由」「血縁地縁の関係」「転職展望の皆無｣｢自己

資金の不足」は、差別と貧困の悪循環の中におけ

る部落労働者の絶望を表示するものにほかならな

い。表11-Ｇ「転職したい理由」は、転職希望者

の転職希望者の理由を表示するものである。さき

にものべた率うに「消極的継続派」は、むしろ、

悪環境にうちひしがれた「絶望的諦念派」とも称

すべきものであった。その意味で、この「転職希

望派」は、悪環境にもめげないエネルギーの所有

者、「向上志望派」ともいえよう。その転職理由

のなかに「経済的理由」「労働条件」「仕事の評

価「自己適応」とならんで「人間関係」４％が存

在していることにわれわれは注目する。パーセン

テージは、わずか４％の比重ではあるが、われわ

れは、これはいわば「海面上にあらわれた氷山の

一角」のように、部落労働者の仕事にたいする態

度を、根底的に規定しているものと考える。さき

経済的理由……収入の安定、収入が良い。

労働条件……保険がある。

仕事の評価……将来性がある、やり甲斐がある。

自己適応……仕事が性分にあう。

人間関係……他人への遠慮、気兼がいらない。

連動観点……解放運動ができる。解放に役立つ。

注）

表11-Ｆ止むなく仕事を継続する理由

理由 ％ 

教育・技術の不足

身体的理由

血縁地縁の関係

転職展望の皆無

自己資金の不足

その他

計

３３．２ 

１８．６ 

１６．０ 

１１．７ 

１５．６ 

４．９ 

１００．０ 

注） 教育技能の不足……技術がない。教育を受けていな

い。ほかの仕事をやる力がない。

身体的理由……年をとっている。身体がいうこ

とをきかない。

血縁地縁の関係……土地を離れられない。親・兄弟

・姉妹の面倒を見なければなら

ない。子どもがいる。

転職展望の皆無……ほかの仕事に替われる兇込がない

ほかの仕事に世話をしてくれる

人がない。

自営資金の不足……商売や事業を自力でやるための

資本がない。
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表11-Ｇ転職したい理由

理由 ％ 

経済的理由

労働条件

仕事の評価

自己適応

人間関係

運動観点

その他

計

３
３
６
５
０
７
６
０
 

●
０
０
０
０
●
●
●
 

２
１
６
２
４
３
９
０
 

３
１
２
１
 

０
 

１
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．‐や、

ｵしているものは、個人的な被差別体験であつ-〔、

ｗｌ)ば「差別の構造」にもとずく客観的な「柵造

的渡別」てはない。この「榊造的莱別」としては

われわれは、まず差別と貧困の悪柵環の帰結であ

る、部落の貧困、低生活水準と低劣な生活環境、

低学歴、低収入等を指摘することができよう。第

二には、第１の構造的差別とむすびついた行政的

差別を指摘することができよう。第３には、資本

主義的差別が、従来の差別と貧困の歴史的帰結と

しての部落の状態、行政的差別の帰結としての部

落の劣悪な生活環境を媒介として、部落にたいし

ては、部落差別として機能するという、資本主義

的差別＝部落差別の構造である。たとえば、わが

国の資本主義の支配的な賃金体系である年功賃金

をとりあげてみよう。年功賃金は､周知のように、

勤続年数を基準とする差別賃金の体系である。そ

れは、まず臨時工、パートタイマーを排除した体

系であり、一般的に女性を排除した差別の賃金体

系である。それはまた、相対的に経理能力の高い

企業で実施されているがゆえに、小零細企業の労

働者をも排除する体系である。しかもそれは、単

に本工優遇の体系であるばかりでなく、同じ本工

内においても、職種（それは学歴と結びついてい

る）毎に異なった昇給曲線を描く学歴差別と結合

た「消極的継続派ｊ＝「絶盟|'脚諦念派」の

は、あきらかに「鎧別問題」か看取され

ぎ極的継続派」においては、この点はU1白

取されないが、悪環境の''１での相対的にめ

た事例として錐別(/)''1題;ｉそこに複雑な屈

していると考えられるのである。

就職差別と職場の差別事件

表12-Ａ就職上の差別

男｜女，計｝
人 ！人ｉ人｜

Ⅲ，(`;鰯)|ｗ(蝋)|]Ⅲ('ｏｌｉ９二)Ｉ

蝋汀撚u::lilllil
川棚二)|柵(綱|川棚'二）

われは、さきに仕事の継続と離職希望の

通して、差別問題に直面した。表12-Ａか

－Ｃにいたる３つの表は、部落労働者にお

差別体験者の数及び織成比を表示したもの

にのべた｜

根底には、

る。「積極（

には看取ざ

ぐまれた事

折を示して

Ｖ 

－０Ⅱ００日０．■Ⅱ■■■■

有

無

無回答

￣● 

－ 

－ 

－芒

、

〔分析〕

われわれは、さきに、仕事の継続と離職希望の

問題を通して、差別問題に直面した。表12-Ａ力

ら表12-Ｃにいたる３つの表は、部落労働者にお

ける被差別体験者の数及び織成比を表示したもの

である。いうまでもないけれども、ここに表示ざ

Ｂ年令別の就職上の差別表1２

一ＩⅡⅡ１０１ⅡⅡⅡⅡｉｌＩＩ；０，’１０１３凸

’ 0～５９１６０～６９１７０～ 

ｌ
 

｝
三
回30～3９ 40～4９ ～1９ 20～2９ 

答

有
無
回
計

３４．５ 

(10.6） 
２１．９ 

(9.7） 
１１．２ 

（10.7） 

９．３ 

（86.4） 

１５．８ 

（2.9） 

9.6％ 
(100.0％） 

４．３ 

（9.8） 

３．８ 

(85.4） 

１１．２ 

（4.8） 

4.0％ 
(100.0％） 

０．８ 

(12.8 

０．５ 

(81.9 

３．７ 

(5.9） 
２３．５ 

(7.2） 

J０．０％ 
l１Ｄ 

２０．６ 

(88.8） 
２９．３ 

(88.1） 
５．９ 

(92.3） 
３０．６ 

(91.4） 
)0.oｚ 

無 ２２．７ 

(1.3） 
１８．３ 

（1.5） 

２０，７％ 
(100.0％） 

５．８ 

(1.8） 
２４．５ 

(1,4） 
１．８ 

(5.3 

【)0.0〃

､6％ 
,0％） 

２９，９％ 
(100.0％） 

５．７％ 
(100.0％） 

２９ 

(100 
0.6 

(100.0 
00.096 

〃
％ １
１
‐
一

)０．(Ｍｉ 

表12-Ｃ学歴別の就職上の差別

砿Zl1jｹ蕨 卜１１寺音地

教育経騒
司寺ｑ９(目
盛畷

胆
－
０
Ｃ
Ｏ
昭
０
①
０
Ⅱ

'－－－－ 有
ｒｌ 

Ｌ」

０
９
０
９
０
１
０
０
 

０
く
０
８
０
く
０
０

％
》
％
】
究
勿
〈
〃
幻
光
包
光
〃

０
１
０
２
０
７
０
０
 

８．０ 

無

無回答

計

、』

ノ
、
ノ
％
〃

０
０
０
２
０
 

］ 

５４．１９ 

〕0.096 〕0.0％ )０．０％ 〕０．０％
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「

部落労働者の実態

は7.2％、３０～39歳では10.6％、４０～49歳では9.7

筋、５０～59歳では10.7％、６０～69歳では9.8％、

70歳以｣二では12.8％であることを示している。す

なわち、被差別体験者は、３０歳以上では、１０％前

後（10人に１人）であり、７０歳以上では最高の12

.8％（８人に１人）である。表12-Ｃ「学歴別に

よる就職上の差別」は、被差別体験者が不就学者

では13.3％で最も多く、ついで、義務教育修了者

では9.1％でこれにつぎ、ついで高等教育経験者

では、8.7％で第３位であり、中等普通教育経験

者では8.0％で最も少ないことを示している

した賃金体系である。それはまた、経験ｲｌｉ数換算

（たとえばIhd-学歴、同一年令、ｌｉ３－．ⅡMi極であっ

ても他企業での経験年数を７割か８割にしかみな

い）によって、子飼いの労働者にたいして''１途採

H1を差別する賃金体系である。それ「|身としてみ

るならば、年功賃金のもつ、この差別は、資本主

義差別であって、部落差別ではない。しかし、臨

時工。パートタイマーを排除する差別の体系は、

労働者の中て、その比重が一般よりははるかに高

い部落にたいしては、部落差別として出現する。

同様に、過去の差別と貧困のゆえに教育水準が、

社会の一般水準より低い部落にとっては、職種・

学歴と結合した差別の体系は、同時に部落にとっ

ては、部落差別として機能する。子飼いと中途採

用者を差別する体系は、1960年以降の高度成長に

よって大企業に中途採用者として就職が可能とな

った労働者が多い部落にとっては、また部落差別

以外の何ものでもない。それは、白紙に赤色をぬ

れば、赤色であるが、青い色の上に赤色をぬれ

ば、紫となるのと同様である。その場合、おれは

赤色をぬったのだから、それは赤色である筈であ

り、紫でないと強弁したところで、それが紫であ

ることを否定することにならない。部落にとって

は、一切の差別（資本主義的＝近代的差別であろ

うと、前近代的差別であろうと）が部落差別であ

る。これらの差別構造にもとずくいわば「構造

的差別」は、あるいは意識的・無意識的に「近代

的＝資本主義的差別」のなかに解消され、あるい

は、単なる貧困、教育水準の低さの中に解消され

る。そして、個人的な差別は、これらの差別構造

にもとずく構造的差別の断片的・偶然的なあらわ

れにすぎない。したがって、個人的な被差別体験

は、差別を受ける個人の、差別に関する認識の程

度によって可成り異なるものであり、ある者にと

っては見逃されるものが、あるものにとっては、

致命的なものでありうる。

ところで、表12-Ａ「就職上の差別」によれ

ば、就職にさいしての被差別体験を有するもの

は、16,055人中の1,466人（9.1％）であり、被差

別体験者は、男性の9.9％にたいして、女性が7.

8％であり、女性の方が少しすぐないことを示し

ている。表12-Ｂ「年令別の就職上の差別」は、

被差別体験者が19歳未満では5.9％、２０～２９歳で
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〔分析〕

表１２－，，表12-Ｅ、表12-Ｆの３つの表は、

職場における被差別事件の体験者の数及び比率を

示す。前出表12-Ａ「就職上の差別」の体験者が

1,466人（9.1％）であったのにたいして「職場の

差別事件」の体験者は1,079人（6.7％）で、就職

上の差別体験者より、職場での被差別体験者がや

や少ないことを、表１２－，「職場の差別事件」が

示す。しかし調査人員16,055人中、1,466人が就

職上の差別の体験者であり､1,079人が職場の差別

事件の体験者であることは、機械的には、16,055

人中2,545人（15.8％）（事実数は、１人で２つの

被差別体験者もあるので、それより減少するであ

ろうが）が、就職もしくは職場での差別を体験し

ていることを示す。しかし、さきにものべたよう

に、これらの二極の個人的な被差別体験は、部落

全体にたいする「構造的差別」が、ある特定の個

人を通して出現したものであり、「構造的差別」

が揚棄されないかぎり、絶えず出現するものと考

えられる。

ところで、大阪全体としての就職差別の体験者

表12-Ｄ職場の差別事件
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表12-Ｅ年令別の職場の差別事件
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表12-Ｆ 学歴別の職場の差別事件
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'１ 

は9.1％、職場での差別の体験者は6.7％であって

も、個々の部落においては当然、これを上廻る部

落（したがって一方においては下廻る部落も）も

ありうる訳である。表12-Ｇ「部落毎の就職差別

と職場差別」は、夫々の項目に関する被差別体験

者が10％以上の部落を析出したものである。就職

差別の体験者10％以上をこえる部落は、４３部落中

の16部落であり、そのうち３部落は20％をこえる

高率を示している。また職場における被差別体験

者の比重が10％をこえる部落は43部落中の11部落

であり、２部落は20％をこえている。しかも、両

者と､に共通する部落は下部に傍線をほどこした

10部落であり、就職上の差別と職場での差別と

が、関連して把握されることを示している。

これらの就職上ならびの職場での差別にたいし

て、労働者は、職場で部落問題にどれ程とりくん

でいるかを示したものが、表12-Ｈ、表１２－１，

表12-Ｊの３つの表である。職場で部落問題にと

りくんでいるのは、回答者16,055人中の3,713人

（23.1％）で、そのうち男性は22.9％、女性は23

.6％で、男女間に余り差異はない。表１２－１「年

令別の職場での部落問題のとりくみ状況」は、職

場で部落問題にとりくんでいる労働者が、青年層

では少なく（同年配の12.4％、18.9％)、壮年前

期（30～39歳）から25％前後に増大し、７０歳以上

でまた減少していることを示している。

表12-Ｊ「学歴別の職場での部落問題の取り組

み状況」は、職場で、部落問題にとりくんでいる
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表12-Ｇ部落毎の就職差別と職場差別
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部落労働者の実態

ない）を示しているという点である。これは、部

落問題にたいする職場の雰囲気が極めておくれた

ものであり、部落出身の労働者が、職場で部落１１９

題をとりあげる決意をするためには、一定の「村

八分」的とりあつかいをも覚悟しなければならな

いという情況を示すものと思われる。

労働者は、不就学者及び高等教育経験蒜で高く

（27.2％及び32.2％）義務教育修「背、’'１聯普通

教育経験者では、やや低くなっていることを示し

ている。周知のように不就学者７．５％のｲＭﾖは、

部落差別のある意味で集中的表現であり、この不

就学者に差別の重心がおもくのしかかること、他

方、高等教育経験者は、現在の学歴社会では幹部

もしくは中堅幹部の候補者として、通常、エリー

トコースをとれるわけであるが、それだけに、部

落出身者としての排除の重圧が、この層に相対的

に強くかかることに対応するものと思われる。前

出、表12-Ｆ「学歴別の職場の差別」において、

被差別体験者が、義務教育修了者の6.3％、中等

普通教育経験者の６．４％に比して、不就学者では

7.9％、高等教育経験者では12.8％であり、両者

共に高い比重を示したことが、これを示してい

る。

なお、これらの表の中て、注目すべきいま一つ

の点は、職場で部落問題にとりくむ「意志はある

が、とりくめない」という労働者の比重が全体で

約１割の9.8％（年令別・学歴別にも余り大差は

表12-Ｈ部落問題に関する職場での取りくみ
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表12-Ｊ学歴別の職場での部落問題の取り組み状況
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④ 

Ⅵ部落労働者の学歴

表13-Ａ部落労働者の年令別の学歴構造
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（３．０％） 

911（18.5％） 
（０．５％） 

（５．７％） 
（100.0％） 

く
く
く
く
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く
く
く
く
く
く
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０
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７
１
 

１
６
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３
 

１
１
 

２
１
 

８．５％ノ
２．１％） 

26.0％） 

55.7％） 

42.3％） 
３４０％） 

55.7％） 
７．９％） 

48.1％） 
0.3％） 

46.Ｗ力）

１１．６％） 

３２３％ノ
６９９％） 

１９．７％） 
１６．０％） 

１６．６％） 
２．４％） 

22.2％） 
０．１％） 

就不学

義勝教肯

５５５（ 

（ 

3,330（ 

（ 

768（ 
（ 

113（ 
（ 

６（ 
（ 

等普
育絲験

等教
験

Ⅱ｣Ｉ 

適
者
育
者
答

中
教
高
経
無

￣Ｔ 
計；

4,767（２９ 
（100 

6％） 
0％） 

4,810（29.9％） 
（100.0％） 

ｊ
ｊ
 

％
％
 

７
０
 

3331（２０ 
（100 

ム
ロ
ー

合計

1,206(100.0％） 
（7.5％） 

10,319(1000％） 
（64.196） 

3,864(100.0％） 
（２４．０％） 

680(100.0％） 
（4.2％） 

２７(100.0％） 
（0.2％） 

０
８
 

60～69歳 70歳～50～59歳 ■９６９Ｉ０ＢｌＢＢ■●Ｐ 

32（2.7％） 
（34.0％） 

49（0.5％） 
（52.1％） 

７（0.2％） 
（7.4％） 

５（0.7％） 
（5.3％） 

１（3.7％） 
（1.1％） 

く
く
く
く
く
く
く
く
く
く

２
６
７
８
０
 

６
１
５
 

１
４
 

13.4％） 
25.2％） 

４．０％） 
６４７％） 

15％） 
8.9％） 

1.2％） 
1.2％） 

0.0％） 
0.0％） 

183（１５．２％） 
（11.9％） 

1,105（10.7％） 
（７１．８％） 

214（5.5％） 
（13.9％） 

３８（5.6％） 
（2.5％） 

０（0.0％） 
（0.0％） 

不就学

義務教育

中等普
教育経験

高等教
経験

無回
通
者
育
者
答１１ 

O▼J 

,･･ＩＩ 
ＯｂＨｌＯｐ 
ｌ 

ｌＩＪｗ 
．I 

}1．lリ‘Ｐ

1,540（9.6％） 
（100.0％） 

643（4.0％） 
（100.0％） 

94（0.6％） 
（100.0％） 

16,090(100.0％） 
（100.0％） 

計合

就学者の年令別構成を見るならば、３０～39歳の前

期壮年層の不就学率が11.6％であるのにたいして

20～29歳の青年後期では2.1％と減少し、さらに

19歳までの青年前期では、0.4％と激減している

ことである。これは部落解放運動が、教育権の保

障、教育の機会均等を求めて運動してきた成果が

漸次あらわれてきたものと考えられる。また30歳

以上では、不就学率が、３０～39歳で11.6％、５０～

59歳で11.9％、６０～69歳では25,2％、７０歳以上で

は34.0％と年令が上昇するのに正比例して上昇し

ているのにたいし、４０～49歳の後期壮年層だけが

5.0％と激落していることが注目される。その理

由を推測すれば、この年代の小学教育期は、１９３７

年から46年（昭和12～21年）に相当し、戦時経済

下で、国民の全般的窮乏があったけれども、軍事

生産のために、従来失業・半失業状態にあった部

落民が、強制的・半強制的に労働者として徴用さ

れ、国民の全般的窮乏下の中にあって、収入の相

〔分析〕

われわれは、今までにしばしば部落労働者の学

歴に言及し、国民的平均水準に比較した部落労働

者の低学歴水準は、過去の差別と貧困の帰結であ

ると同時に、「学歴社会」といわれるわが国の社

会においては、新たな貧困と差別をひきおこす原

因となっていることを指摘してきた。表13-Ａ「

部落労働者の年令別の学歴榊造」は、部落労働者

の学歴水準の低さを示す。本表でまず注目きるべ

きことは回答者16,090人中に、不就学者が1,206

人(7.5％）存在するということである。1190年の

わが国の不就学者が0.7％（総理府「国際統計要

覧」1975年、225頁）であることは、この7.5％の

数字がいかなる意味を有するかは明白である。部

落労働者のうちの不就学者は、全国平均の10.7倍

に相当する。したがって不就学者を指標として全

国と部落の学歴水準とを比較するならば、部落は

全国の10分の１以下ともいえよう。次にこの不

１１１.；！ 
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部落労働者の実態

表1４ 労組の有無
一二ｃ－Ｃ-つ－－●---－－￣

女

Ａ 対的上昇と安定を得たこと、さた小学校をはじめ

として、学校教育の'１１では、勤労奉仕か大きな比

重を占め、従来の学力偏重の教育体系の中で排除

されてきた部落の児童か、はしなくも実塊した教

育と労働との組みあわせの教育体系の'１１で、排除

の圧力を余り感ぜずに十ごせプニことによる４ので

はないかと,思われる。

なお、現在の部落労働者の不就学率７．５％は、

さきにのべたように、全国水準0.7％の10.7倍に

相当したが、これを国際的に比較すると、文盲率

8.6％のアルゼンチン、9.4％のウルグアイ（以上

南アフリカ）9.9％のモザンビーク（アフリカ）

に相当するものと思われる（前出「国際統計要

覧｣)。また60～69歳台の不就学率25.2％は、国際

的には、文盲率23.8％のメキシコ、26.7％のパナ

マに相当するものであり、７０歳台の不就学率34.0

％は、国際的には、文盲率34.6％のフイジーや36

.7％のベネズエラに相当する。これら、６０歳台、

70歳台の労働者が主力であった30年、２０年前の部

落の学歴水準は、これらを手がかりとして推定す

ることが可能である。そして、これらの国際的比

較は、部落がまさに、日本資本主義の「国内植民

地」として、利用されてきたことを示す。

有｜

無｜

無回答｜

合計’

合計男

３，９５７１ 
（６６．４％）｜ 
（３８．４％）Ｉ 

５，８９６１ 
（６３．８％）｜ 
（57.3％）Ｉ 

４４３１ 

(59.5％）｜ 
（・4.3％）Ｉ

２１００４ 

（３３．６％） 
（３５．４％） 

３，３４８ 

（３６２％） 
（59.2％） 

３０２ 

（５０．５％） 
（５．３％） 

５，６５４ 

（３５．４％） 
(100.0％） 

５，９６１ 

(1000％） 
（３７．４％） 

９，２４４ 

(100.0％） 
（５８．０％） 

７４５ 

(100.0％） 
（４．７％） 

１５，９５０ 

(100.0％） 
(1o０．０％） 

１０ 

（６４ 
(100 

296 

6％） 
0％） 

表14-Ｂ労組加入の有無

~T￣ラヲーー|￣王一一

MilT鱒
|(`灘)|(nM）
，(,000%)｜(,ii:i三）

△､ 
ロ 計

('9:;二)l
1oo.o％｜ 
('30%)｜ 

('1188重)l
1oo.ｏ％’ 
('００Ｍ)Ｉ 

入
否

無回

答
計

合

凡例>､そして本調査の欠陥の一つは、最大の企業

規模が100人以上の企業規模となっており、企業規

模を表示する場合に通例表示される500～999人の

企業、1,000人以上の企業が欠落しており、これ

らの企業も、いずれもこみで、１００人以上の企業

規模の中に包括されていることである。次の調査

においては、当然この点は改善されるであろう、

そして、雇用形態・職種その他において、部落労

働者は不利な条件におかれていることを指摘して

きた。しかも、1972年の全国の企業規模別推定組

織率は500人以上の企業で63.6％、100～499人で

31.5％、３０～99人の企業で9.0％、３０人未満の企

業ではわずかに3.4％であるから、100人未満の企

業につとめる労働者が76.1％で、勤務先に組合

のある労働者が、37.4％であることは、やはり異

常な高率である。この異常な高率の秘密は、調査

の範囲が、大阪府という労働組合の発展した地域

に限定され7Eいること、労側者の勤務先の16.0％

が官公庁・公共企業体であること（これは、全国

労働者のそれが14.8％であることに比して､1.2％

高い。そして、現在、わが国においては、この領

Ⅶ部落労働者と労働組合

〔分析〕

表14-Ａ「労組の有無｣、表14-Ｂ「労組加入

の有無」は、部落労働者の労働組合に対する関係

を示す。まず表14-Ａ「労組の有無」は、労働者

が勤務している企業に労働組合があるかないかを

示す。労働組合があるのは37.4％である。本調査

と同じ時点における1972年の全国の推定組織率は

34.1％であるから、この数字は一見相対的に高い

ように見える。われわれは、いままで部落労働者

の状態を分析してきた際､部落労働者の勤務先(民

間)の76.1％は100人以下の中小零細企業であるこ

と（ちなみに現在、中小企業とは資本金１億円未

満又は従業員300人以下の法人もしくは個人企業

であり、卸売業の場合には、資本金1,000万円未

満又は従業員100人未満、小売・サービス業にお

いては、資本金1,000万円未満又は従業員50人未

満の企業となっている〈｢中小企業白書」1975年、

'@ 

（ 

↓） 

や
Ⅲ
幻
甚
八
匹
肝
●
円
Ｙ
９
「
が
１
，
鯉
ｖ
そ
師
ｒ
Ｐ

－３７ 

Ⅱ
＃
氏
丸
ｆ
Ｆ
風
脇
Ⅸ
黙
概



１
１
１
 

－
０
．
。
‐

少

の終Ｉｒｉ的揚棄は、街本12義的差別の揚棄をまって

i1I能なのである…その意味において、このような

客観的条件トにおかれた部落労働者が、組織率28

.8％というのでは、余|ﾉにも低率すぎるからであ

るｗベル一つは、部蕗労働者の場合には組織され

ていなくと１出差別とﾉＬｌ２活向上のためにたたかう

地域的組織としての解放同Ｍ１には大半が組織され

ている。しかも解放運動は、最も歴史のi17い、し

かも持続的にして先駆的な市民運動として、多く

の成果をかちえてきた。このような有利な主体的

ＯＩＩ面を有する部落労働者の組織率が、28.8％であ

るということは、やはり事態に即応したいもので

あるといえよう。最近未組織労働者の組織化の手

段として最賃制が位置づけられ、最賃制共闘が動

き始めたことは、部落労働者の組合参加に対し

て、明るい展望をきりひらくものであろう。

域では１００％組合が存在する）解放lilWilの諸支部

か岐近、ツノ似組合の組織に側而的援助を果してき

ﾅﾆ等々にあるのではないかと推illllされる。

1,もろん、勤務先に労働組合が存在することと、

労働組合に、部落労働者が参加することは別問題

てある“衣14-Ｂは、勤務先に労働組合のある労

働者が、その労働組合に現実に参加しているかど

うかを表示するものである。これによれば、勤務

先に労働組合のある部落労働者の76.9％が、現実

に労働組合に参加していることを示す。したがっ

て、部落労働者の実際の推定組織率は、28.8％

で、全国労働者の推定組織率である34.1％より５

３％下廻る。なお、勤務先に労働組合があって

参加していない‘の13.0％（不明10.0％）の不参

加の理由は明白ではない。ただ、表14-Ｂ「労組

加入の有無」が示すように、不参加者の場合、男

性の9.7％より、女性の10.3％と女性の不参加者

の比率が大きいことからして、労働者の主体的な

意識よりも、パート・タイマー､臨時工等の不安定

就労形態に起因するのではないかと推測される。

ところで、部落労働者の実際の推定組織率は28

.8％（したがって未組織労働者71.2％）であり、

全国労働者の推定組織率34.1％より5.3％下廻る

としても、さきにのべたように、全国の企業規模

別推定組織率は、500人以上の企業で63,6％、１００

～499人の企業で9.0％、３０人未満の企業では３．４

％であるから、100人未満の企業に勤務する労働

者が76.1％の部落労働者にとっては、一見かなり

の組織率のように考えられる。

しかし、やはり部落労働者の71.2％が組織され

ていない（不明もふくめて）ということは、部落

労働者にとっては、重要なことと考えられる。け

だし、いままでのべてきたように、部落労働者

は、労働者の中の「底辺労働者」として、別言す

れば、日本資本主義の「国内植民地」労働者とし

て、部落差別の上に、さらに、苛烈な近代的＝資

本主義的搾取をうけてきたからである。しかし、

さきにも指摘したように、資本主義的搾取のため

の近代的＝資本主義的差別は、部落にとって、そ

のまま部落差別として機能する（さきにあげた年

功賃金の例を想起されたい)。部落にとっては

「一切の差別（資本主義的＝近代的差別をふくめ

て）は、部落差別である｣。したがって部落差別
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むすび

すでにはしがきてのべたように、本報告は、「

大阪府同和地区労働実態調査結果」のうち、部落

労働者の実態を表示するために必要な統計を『調

査結果』からピックアップし、それに簡単な注解

を付したものにすぎない。したがって、不就労

者、自営業者に関する「調査結果」第２部、第３

部は、殆んど利用することはなかった（第２部、

第３部については本報告に続いて、これらの要約

が出されるであろう）。また、労働者に関する統

計に関しても、多くの貴重な統計をも省略した。

本報告に接して、さらにくわしいデーターを要求

される諸兄は、直接「調査結果」に当られること

を希望する。それは、現在の「部落問題」を究明

するために必要な｢資料の宝庫｣にほかならない、

改めて「調査結果」の調査を実施し、統計資料の

整備に当られた解放研究所の諸兄ならびに調査員

の方々、調査に協力された部落の方々に謝意を表

するものである。

最後に、お分りのように、本報告は、大阪府下

の部落労働者の一般的描写であるにすぎない。し

かし、現実に､同じ､大阪府下の部落といっても、

歴史的、地理的に、また運動的に前進したとこ

ろ、おくれたところとさまざまである。したがっ

て、部落労働者の実態は、少くとも、大都市型部

落、周辺都市型部落、農村型部落のそれぞれに関

：「し．
』」’・i
lBj．.､ 
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部落労働者の実態

規模別・イ|ﾐｲﾃﾘﾘ盾金格差

部蕗労働荷の貸金形態

部然ﾂj･働者の学|確と賃金形態

～の/１１ﾐｲｧと賃金

～の雁Ⅲ形態と賃金形態

～のｲf/kの賞与

部落労働者における退職金の有111〔

平常の稼動時間

週体

週休制の状iDL（全国、企業規模30以上）
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して、労働荷の状態を析出することによって、よ

り鮮lﾘ)に解|ﾘ|さオ（ろ$のと忠ｵ)ｵしる。この試論に

続いて、そりようたより具体的な究|ﾘ]が遂行され

ることを期待する！）のである〆
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本文中の統計

調査対象の柵造６～７頁

表１－Ａ部然の就業織造（１）８

（Ⅱ） １－Ｂ，，１０ 

１－Ｃ部落における不就労者の位置１４

１－Ｄ子供の就職依頼先１９

１－Ｅ部落に｣｡ける失業。半失業２２

２－Ａ部落労働者の年令別構成２７

２－Ｂ部落労働者の世帯上の地位別椛成２８

２－Ｃ勤務先の区分３０

２－Ｄ部落労働者の勤務先の規模（１）３１

（Ⅱ） ２－Ｅ〃３１

２－Ｆ規模別従業者数（全国全産業）３２

２－Ｇ主要国の規模別雇用者構成（製造業）３６

２－Ｈ企業規模別賃金格差（製造業、忰男、

年令45～49）４０

表２－１勤務先と学歴４１頁

２－Ｊ勤務先の規模と学歴４２

２－Ｋ勤務先と年令４５

２－Ｌ勤務先の規模と年令４６

３－Ａ部落労働者の雇用形態４８

３－Ｂ部落婦人労働者の雇用形態４９

３－Ｃ部落労働者の雇用形態の年令別構造５０

３－Ｄ部落労働者の雇用形態の学歴別構造５１

４－Ａ部落労働者の勤務先の規模と職種５７

４－Ｂ部落労働者の職業分類６２

５－Ａ零細企業（１～４人）の労働者の賃金６９

５－Ｂ産業及び規模別定期給与格差７０

５－Ｃ企業規模別年間特別給与７１頁
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部落労働者と社会保障制度

仕事の継続・'1扇職

年今別の仕事の継続・転職

学歴別の仕事の継続・転職

年令別の離職（全国）及び

転職志向（部蕗）

仕事を継続する理由

止むなく仕事を継続する理由

転職したい理由

就職上の差別

年令別の就職上の差別

学歴別の就職上の差別

職場の差別事ill：

年令別の職場の差別事件

学歴別の職場の差別事件

部落毎の就職差別と職場差別

部落問題に関する職場での取り

年令別の職場での部落問題の

とりくみ状況

学歴別の職場での部落問題の

取り組状況

部落労働者の年令別の学歴構造

労組の有無

労組加入の有無
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